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平成１４年３月２９日（５） 
             開議  １０時００分 
○議長 岩崎三次君 
おはようございます。 

只今までの出席議員は２１名で、定足数に達しておりますので、これより会議を開きます。 
本日の議事日程は、お手元に配布しておりますので、ご了承をお願いいたします。 

なお、本日の議案等の朗読は省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。 
これより日程第１ 第２２号議案を議題とし、民生経済委員長の報告を求めます。 
福田民生経済委員長。 

○１３番 福田一則君 
それでは、ご指名によりまして、民生経済委員会に付託されました第２２号議案 中間市

敬老年金条例の一部を改正する条例につきまして審査を行ないましたので、その概要と結果

を報告申し上げます。 
今回の改正は、敬老年金の名称を敬老祝金に改めること、そして受給者の年齢を満７５歳

以上から、節目毎に見直すための改正内容となっております。 
見直しの理由としては、本市の高齢者人口、６５歳以上の人は本年２月末現在、１万９８

９人で、高齢化率２２・４％、全国平均からすると約４％高い率となっており、昨年度と比

較して３４２名、０・８４％増加しております。また、この内の７５歳以上の後期高齢者は

４５４５人で、本市の人口の９・２７％となっており、昨年度と比較して３０７名０・６

７％増加しております。２０年前と比較しますと、後期高齢者数は３・６倍になっていると

いう状況です。今後も高齢化が進んでいく中、元気老人対策の充実が必要であるとの認識か

ら、１２年度に始まった介護保険の対象とならないように、一般対策としての在宅福祉の充

実を図っているところであります。 
１２年度では、寝具乾燥消毒サービス事業、１３年度には、配食サービス事業と実施して

きたところであり、また今回の改正で見直しされた財源については、新規事業として、在宅

高齢者等への生活管理指導員派遣事業、及び訪問理美容サービス事業の展開を図っていきた

いと考えております、等の説明がありました。 
改正の主な内容としては、祝金の額の変更で、今までは満７５歳以上、満８８歳未満の人

は年額５０００円、満８８歳以上、満１００歳未満の人は年額１万円、満１００歳以上の人

は年額２万円となっております。 
改正案では、満７５歳の人だけ年額５０００円、満７７歳の人だけ年額１万円、満８８歳

の人だけ年額２万円、満９９歳の人だけ年額３万円、満１００歳以上の人は、年額５万円と

なっております。そして、この改正額については、北九州市とほぼ同等の内容になっており、

近隣市町村では、既に節目毎に祝金を支給している状況であります。 
委員から、１年、１年を大事に生きている高齢者の気持ちをくんで、今までどおり満７５
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歳以上の人には、毎年支給して頂きたいとの意見や、高齢者関係予算の枠内での施策の変更

ではなく、一般会計予算全体から見たとき、同和対策関係の職員が多すぎるなど、そういっ

た予算を回すべきではないかなどの意見、さらには、今まではお金でもって敬老の日を祝福

していたが、その日だけが敬老の日だとか、支給したから敬老の日とかではなく、この条例

にかわる、お年寄りが心底喜ぶ施策の充実、施政を要望する等の意見がありました。 
以上が審査の概要でありましたが、最後に採決いたしましたところ、賛成多数で原案通り

可決すべきと決した次第であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして委員長の

報告を終わります。 
○議長 岩崎三次君 
これより質疑に入ります。只今の委員長の報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
質疑なしと認めます。 
これより討論に入ります。討論はありませんか。 

青木孝子さん。 
○９番 青木孝子君 
第２２号議案 中間市敬老年金条例の一部を改正する条例について、日本共産党市議団を

代表して反対討論をいたします。 
この条例は、毎年９月に７５歳以上の高齢者に対し、敬老年金を給付していたものを、只

今委員長の説明にもありましたように、満７５歳、満７７歳、満８８歳、満９９歳、満１０

０歳以上の高齢者に、敬老祝金として給付するというものです。このように毎年給付の敬老

年金から節目に給付する敬老祝金に改定し、浮かした予算１１００万円を、高齢者対策の新

規事業である訪問理美容サービスや、生活管理指導派遣事業の財源にすると言っています。 
しかし、宮下議員が一般質問で質したように、同和対策事業の排水施設改造補助事業や固

定資産税減免補填など、予算の見直しをすれば新規事業の財源はあります。 
ところで、高齢者の医療費窓口負担は、昨年１月から１割、また１０月からは、介護保険料

が全額徴収で、これまでの２倍になり、利用料の負担も重く利用抑制が増えております。    
さらに、政府は高齢者医療の適用年齢を７５歳に引上げ、７０歳から７４歳の窓口負担は

２割とし、限度額も廃止する医療改悪を計画しております。 
小泉さんのいう痛みは弱いものばかりに負わせている。もういい加減にしてほしいと怒り

の声があがっています。このような状況の中で、敬老年金給付まで改悪し、毎年の僅かな楽

しみまで奪うべきではありません。１４年度から国の法が切れる同和行政を終結し、戦後の

日本を支え、経済成長に貢献してきたお年寄りを大切にする予算に回すべきです。 
同和事業の継続は断じて許せません。以上のことから、この条例の改悪に反対いたします。 
○議長 岩崎三次君 
 他に討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 
これにて討論を終結いたします。 
これより第２２号議案 中間市敬老年金条例の一部を改正する条例を起立により採決い

たします。 
本案に対する委員長の報告は可決であります。 
本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 
起立多数であります。よって、第２２号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 
 次に、日程第２ 第２６号議案から日程第５ 第３０号議案までの条例４件を一括して議

題とし、各常任委員長の報告を求めます。 
まず、古野総務文教委員。 

○１６番 古野嘉久君 
議員の皆様お聞き及びのことと思いますが、正副委員長ともに本日出席できませんので規

定により年長議員である私が委員長報告をさせて頂きます。 
ご指名によりまして、只今議題となっております第３０号議案 中間市立の学校の学校医、

学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例について審査を行ないましたので、

その概要と結果をご報告申し上げます。 
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部が改正

され、本年４月１日から施行されます。このことにより、小・中学校における学校医などの

公務上の災害に対する補償の範囲、金額及び支給方法、その他、補償に関し必要な事項につ

いては、今まで県の条例で定められておりましたが、この改正に伴い当該市町村の条例で定

めることになりましたことから、本条例が定められるものです。 
本条例における学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務とは、学校保健法施行規則第２

３条から２５条までに規定されている、それぞれの職務執行の準則による公務を指して毎年

春に行なわれております定期健康診断等が主なものです。 
実施期間は、教育委員会と定義されており、教育委員会は、学校医等の災害が公務上のも

のである場合、法によって補償を受ける権利があることを、対象者に通知しなければならな

いものとされております。補償の範囲、金額、支給方法等については、公立学校の学校医、

学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令に準じて行なうものとなっ

ております。また、市立の小・中学校における学校医等の公務上の災害に対する補償に要す

る経費については、これまで県・国が負担しておりましたが、法の改正により学校の設置者

である中間市が負担することになり、なお、その経費については、特別交付税により財政措

置される予定との説明があっております。 
以上の審査の後、採決をいたしましたところ、全員の賛成で可決すべきものと決しました。

何卒よろしくご審議のほどお願い申し上げまして委員長の報告を終わります。 
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○議長 岩崎三次君 
次に、福田民生経済委員長。 

○１３番 福田一則君 
ご指名によりまして、民生経済委員会に付託されました第２６号議案 中間市立隣保館設

置及び管理に関する条例、第２８号議案 中間市五楽及び虫生津工場排水施設設置及び管理

に関する条例、第２９号議案 中間市五楽及び虫生津工場排水施設管理運営基金条例につき

まして審査を行ないましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。 
まず、中間市立隣保館設置及び管理に関する条例について、ご報告申し上げます。 

中間市立隣保館につきましては、昭和４７年に設置され、今日まで、中間市立隣保館条例に

基づいて設置・運営されてきました。現在までの中間市立隣保館条例では、第２条にありま

すように、隣保館は基本的人権尊重の精神に基づき、同和地区住民の社会的、文化的、経済

的生活の向上を図り、同和問題の速やかな解決に資することを目的とする、と規定されてい

ること。 
さらに、第３条では、同和問題に関する各事業等が規定されていることなど、同和問題解

決のための隣保事業に位置付けがなされておりました。また、同和対策事業特別措置法の制

定以来、法律の名称の変更・改正等が度々ありましたが、地域改善対策特定事業に係る国の

財政上の特別措置に関する法律、通称、地対財特法のもとで、平成９年３月末まで、特別対

策としての隣保館運営がなされてきたところです。 
この度、この法律が本年３月３１日で失効することとなったことから、既存の条例を廃止

し新しく条例を制定しようとするものです。新規条例の内容を見ますと、第１条に、地域福

祉の向上を図ると共に、国民的課題としての人権問題、同和問題等も含むの速やかな解決に

資することを目的として設置するなどとなっており、旧条例中の同和問題の速やかな解決と

いう文言から、人権問題の速やかな解決との文言に変更がなされており、また、第３条の隣

保館の各事業についても、同和問題という語句が除かれた規定となっており、さらに、館の

使用についても営利を目的としたもの、公序良俗に反すると認められる時等の使用の制限は

ありますが、第５条で第３条の事業に支障のない限り市民に使用させることができるとなっ

ております。 
そして、今後の隣保館は、同和問題を含めた人権問題全般の取り組み、さらには、福祉の

向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる、地域に密着したコミュニティセンターとし

ての役割を果たしていくとの説明がありました。 
また、隣保館及び岩瀬南町集会所での職員配置については、隣保館が職員３名、臨時職員

１名、岩瀬南町集会所が嘱託職員１名、非常勤嘱託職員３名となっております。 
委員から隣保館事業については、平成９年４月から、一般対策に移行しているにもかかわ

らず、隣保館内に同和団体が事務所を置いて使用していること。また、岩瀬南町集会所にお

いても、隣保館と目的も事業も同じように運営され、かつ別の同和団体の事務所として使用
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されていること。さらには、それらの業務内容からすると職員が多すぎるとの指摘がなされ、

これらについては、今後２個所を一つに統合するべきではないか。公共施設としての隣保館

から、同和団体の事務所を撤去するべきではないか。さらには、職員の削減・賃金の見直し

をするべきではないか等、早急に改善するようにとの意見があっております。 
次に、中間市五楽及び虫生津工場排水施設設置及び管理に関する条例について、ご報告申

し上げます。平成１０年３月に、地域振興整備公団九州支部と中間市とで、五楽工業団地及

び虫生津工業団地の工場排水施設の移管契約を締結いたしておりますが、今後、中間市が施

設の維持・管理を行なっていくことから、施設の設置及び管理に関する条例を制定しようと

するものであります。 
市は、地域振興整備公団九州支社と協力し、五楽工業団地及び虫生津工業団地の造成を行

ない、積極的に企業誘致を進め、現在３７社が操業いたしております。これらの工場排水に

ついては、西部地域が殆ど農耕地であることから、工場排水等を排水溝に流入することがで

きなかったため、整備公団が、五楽工業団地から虫生津工業団地を経て西川まで排水管を埋

設し、今日まで両団地内の企業が利用してきたところであります。 
条例の主な内容は、第３条には、排水施設の名称が、五楽及び虫生津工場排水施設とし設

置場所が、中間市大字中底井野１番地１０外となっております。第５条では、排水施設へ流

入させる汚水の排水基準は、国及び県に準ずるものとするとなっております。 
また、負担金については、第７条に規定され、施設の維持・管理費については、受益者負

担の原則から、排水施設を使用している各企業から、応分の負担割合で負担金を徴収するこ

ととなっております。なお、この負担金については、排水量１立方メートル当たり１１円の

負担となっています。 
委員から、環境問題が重要視されていることからも、排出水については、しっかりとした

水質検査を実施するようにとの要望があっております。 
続いて、中間市五楽及び虫生津工場排水施設管理運営基金条例については、これらの施設

が、昭和４５年に設置した設備であることから、老朽化が進み、将来、大規模な施設補修工

事が必要となることから基金を設置して、その費用を積み立てようとするものであります。

条例の第３条に基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とすると規定

され、１３年度については、一般会計補正予算の中で１億円が積み立てられております。な

お、三つの条例案とも可決されれば、本年４月１日から施行されます。 
以上が審査の概要であります。 
最後に、それぞれ採決いたしましたところ、中間市立隣保館設置及び管理に関する条例に

ついては、可否同数であったため、委員長の裁決権を行使し可決と裁決いたしました。 
中間市五楽及び虫生津工場排水施設設置及び管理に関する条例及び中間市五楽及び虫生

津工場排水施設管理運営基金条例については、全員の賛成で原案どおり可決すべきと決した

次第であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして委員長の報告を終わります。 
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○議長 岩崎三次君 
これより質疑に入ります。 

只今の委員長の報告に対し質疑はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 
これより討論に入ります。討論はありませんか。 

久好勝利君。 
○１０番 久好勝利君 
只今議題になっております第２６号議案 中間市立隣保館設置及び管理に関する条例に

ついて、日本共産党議員団を代表して反対討論を行ないます。 
地対財特法の失効に伴って、今後は、社会福祉法による一般対策事業として、隣保館を運

営するとのことで、今回、新たに隣保館に関する条例制定が行なわれるわけですが、現行の

隣保館条例と新たに制定しようとしている条例を比べたとき、条例の目的や事業等殆ど変化

は見られません。条例の第１条には、地域福祉の向上を図ると共に、国民的課題としての人

権問題の速やかな解決に資することを目的として、とこのように記されていますが、同和問

題の解決は国民的課題だと言って、同和優先の施策を行なうために、錦の御旗のように使わ

れてきた言葉が国民的課題であります。 
この国民的課題を持ち出したり、人権問題の後に、わざわざ括弧でくくって同和問題を含

むという字句を入れるなど、隣保館が相変わらず同和対策事業に関わる施設であることを強

調した条例になっています。 
第３条の事業において、新たに福祉事業が加わっていますが、担当課の説明では、具体的

にもそれらしい事業はなく、社会福祉法による事業であることを建前としているので、漠然

と事業の中に福祉という文字を加えた、というのが偽らざるところのようであります。   
また、条例で掲げている、その他の事業についても、現条例と全く変化は見られません。

さらに、施設管理の問題があります。隣保館を部落解放同盟が占有使用していることに対し

て、同和会も要求し、市は隣保館と目的も事業も同じ建物、寿集会所、現在の岩瀬南町集会

所を隣保館のすぐ近くに建てた経緯があります。 
委員会審議の中で、岩瀬南町集会所に言及する質問がありました。目的も事業も全く変わ

らない二つの公共施設を建設した経緯からして、両団体が、それぞれの公共施設を事務所と

して使用していながら、公共施設の中に、民間の運動団体が事務所を置くことを市民に説明

できないので、今まで否定してきました。公共施設である隣保館を、部落解放同盟が占有し、

事務所として使用してきた問題が、隣保館運営のみならず、中間市の行政を大きく歪めてき

たのも事実であります。 
今回、よって立つ法律がなくなるわけですから、本来は隣保館は廃止の方向で進めるべき

であります。社会福祉法に則って行なう、一般対策事業ということであるならば、同和対策
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課から社会福祉課に所管を移すべきです。また、部落解放同盟が隣保館を事務所として使用

してきたことを認めた以上、団体の事務所を速やかに他に移すべきであります。 
以上で反対討論を終わります。 

○議長 岩崎三次君 
他に討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
これにて討論を終結いたします。 
これより第２６号議案から第３０号議案までの条例４件を順次採決いたします。 
 議題のうち、まず、第２６号議案 中間市立隣保館設置及び管理に関する条例を起立によ

り採決いたします。 
本案に対する委員長の報告は可決であります。 
本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

(起立) 
起立多数であります。よって、第２６号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 
 次に、第２８号議案 中間市五楽及び虫生津工場排水施設設置及び管理に関する条例を起

立により採決いたします。 
本案に対する委員長の報告は可決であります。 
本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

(起立) 
全員起立であります。よって、第２８号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 
 次に、第２９号議案 中間市五楽及び虫生津工場排水施設管理運営基金条例を起立により

採決いたします。 
本案に対する委員長の報告は可決であります。 
本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

(起立) 
全員起立であります。よって、第２９号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 
 次に、第３０号議案 中間市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補

償に関する条例を起立により採決いたします。 
本案に対する委員長の報告は可決であります。 
本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

(起立) 
全員起立であります。よって、第３０号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 
次に、日程第６ 第８号議案から日程第１５ 第１７号議案までの平成１４年度各会計予

算１０件を一括して議題とし、各常任委員長の報告を求めます。 
まず、古野総務文教委員。 
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○１６番 古野嘉久君 
ご指名によりまして、只今議題となっております第８号議案の内、総務文教委員会に付託

されました所管部分と、第１４号議案の２件について審査を行ないましたので、その概要と

結果について、ご報告申し上げます。 
第８号議案 平成１４年度中間市一般会計予算につきましては、前年度当初予算と比べ

１・４％の減で、予算の総額は１６１億９９０３万円となっております。 
まず、歳入の主なものを申し上げます。市税では、３８億１４００万円が計上されており、

前年度に比べ３６００万円の減額となっております。これは継続している景気の不安材料な

どにより、対前年度と比べ、個人市民税が１・４％、法人市民税が１・３％、それぞれ減額

となったことが主な要因です。 
地方交付税は、５６億５３００万円が計上されており、前年度に比べ０・３％、額にして

１９００万円の減となっております。その内訳といたしまして、普通交付税は４８億５３０

０万円で、特別交付税については８億円です。 
市債は、総額１０億７６００万円で、前年度に比べて２億８９００万円の増額となってい

ます。この主な要因は、地方交付税の減額分を補填するための臨時財政対策債が、４億８６

００万円計上されており、前年度と比較して、２億５４００万円の増額になったことによる

ものです。 
次に、歳出の主なものを申し上げます。総務費関係では、明るい街づくり推進費６００万

円が計上されています。その内容は、青少年の非行防止や家庭内暴力など、市民にとって重

大な問題となるような、犯罪の防止のための啓発活動及び巡回指導を行なうため、市内巡回

パトロール車の購入費等が主なものです。 
また、人事管理と給与計算を、パソコンによる一元管理に移行するための人事給与システ

ムの導入経費２００万円や、例規法令システム導入委託料４００万円、市勢要覧作成委託料

４００万円、１４年度で事業が完成する吉田ボタ山防災工事分担金１１００万円、市内の主

要交通機関である筑豊電鉄の自動列車停止装置の導入に伴う負担金１００万円が計上され

ています。 
審査の中で委員から、市の交際費の使途について検討がなされたか、との質疑があり、執

行部から、今までの交際費の支出の主なものは慶弔費であり、１４年度からは、支出基準を

明文化するよう現在準備中で、より民主的で公正な支出に努めていきたい、との説明があっ

ております。 
また、明るい街づくり推進室について、１月１日より課として立ち上げた推進室の内容は、

具体的には相談業務、各課との連絡、市内パトロールということで、１４年度中には研究・

検討をし、各課にまたがる相談業務の統合等の調整をするということであった。 
しかし、課として予算を計上する以上、行政としての責任ある取り組みがないと、市民と

して納得ができない。安易なものではなく、先の展望を持った具体的な施策を示すべきとの
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意見があっております。 
次に、消防費関係では、国庫補助を受け消防署及び消防団に、各１台、消防ポンプ自動車

を、さらに、県費補助を受け、消火ホース等を、それぞれ購入するための費用３９００万円

が計上されています。また、消防水利確保のために、防火水槽設置工事費７００万円が計上

されています。なお、この防火水槽は、中間四丁目地区内に設置予定です。 
審査の中で委員から、今後の防火水槽の設置計画について質疑があり、執行部から、阪神

淡路大震災を教訓として、消防本部において年次計画を作成し、市内に均等に配置できるよ

うに、毎年１基ずつ設置を計画しております。年次計画は、３年ごとに見直しをしており、

今後の必要数については、見直しのおりに検討いたしておりますが、後１０基ほどは必要と

考えています、との説明があっております。 
次に、教育委員会所管の主なものとしては、県の緊急雇用対策費補助金を利用し、小・中

学校における教科指導支援事業として、各教科指導の支援を行なうよう、市内各小・中学校

１０校に、それぞれ１名の教員補助者を配置するための賃金２６００万円、外国語指導助手

招致に関する費用１０００万円、いきいき教育特別推進事業として、各種体験国際交流事業

を実施するための費用９００万円が、それぞれ計上されております。 
また、西小学校の外壁補修工事費７８００万円が計上されており、市内各小・中学校で、

年次的に行われておりました外壁の補修工事は、これをもって一巡することになります。 
さらに、生涯学習の一環として、働く婦人の家の横に、陶芸作業所を設置するための費用

１２００万円、ハーモニーホールの大小ホールの同時利用を可能とするための防音工事費用

１０００万円も計上されています。 
また、中間市文化振興財団運営に要する費用として、２億３０００万円が計上されており、

これは市民会館、市営球場、テニスコート等の管理運営を、文化振興財団に委託する委託料

２億５００万円が主なものです。 
審査の中で委員から、新年度予算の人権教育指導に要する経費の中で、同和教育関連の特

別な施策にあたる支出が計上されているが、なぜかとの質疑があり、執行部から１３年度末

で地対財特法が失効しますが、同和教育関連の育成事業等については、県の方針として５年

間の継続とすることが決定しておりますので、市としても、その方針に沿って事業を継続す

るものです、との説明があっております。 
また、国際交流事業等について、過去、参加した児童・生徒の進路や意識調査などを行な

って、今後の計画の参考にしてはどうか、との意見や、参加する生徒・児童の選考基準や、

事後研修等についても、再度検討してはどうか、との意見・要望等があっております。   
討論において、教育費で、地対財特法が失効する新年度から、同和問題関連の特別施策を

する必要がなくなる、今までの流れからということだけで、今までと同様に子ども達を区別

することは、学校教育にとって弊害を持ち込むものであり、根本的な問題の解決にはならな

い。財政難のために予算を切りつめることが求められているが、こういう部分での是正こそ
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が必要である、との反対意見があっています。 
最後に、第１４号議案 平成１４年度中間市公共用地先行取得特別会計予算については、 

本年度も公共用地先行取得の計画はなく、１４年度当初予算では、歳入歳出とも１０万円と

なっております。 
以上の審査の後、採決をいたしましたところ、一般会計は賛成多数で、公共用地先行取得

特別会計につきましては、全員の賛成で、いずれも可決すべきものと決しました。 
よろしくご審議頂きますようお願い申し上げまして委員長の報告を終わります。 

○議長 岩崎三次君 
次に、福田民生経済委員長。 

○１３番 福田一則君 
 ご指名によりまして、只今議題となっております新年度予算の第８号議案 一般会計予算

の内、民生経済委員会に付託されました所管部分、並びに第９号議案 特別会計国民健康保

険事業予算、第１０号議案 住宅新築資金等特別会計予算、第１３号議案 老人保健特別会

計予算、第１５号議案 介護保険事業特別会計予算、並びに第１６号議案 病院事業会計予

算につきまして審査を行ないましたので、その概要と結果を、ご報告申し上げます。 
まず、一般会計予算の主なものを申し上げます。 

一般会計予算歳出予算額、１６１億９９００万円に占める構成比は、３款民生費では、６２

億６８００万円で３９％を占め、対前年度費１億８０００万円の増額となっております。  
また、この財源の主なものは、国県支出金２９億５０００万円と、一般財源３０億５６０

０万円となっています。 
続いて、４款衛生費では、１３億４１００万円で８・３％を占め、前年度とほぼ同額、同

構成比率となっております。また、この財源の主なものは、国県支出金３９００万円と一般

財源１２億９８００万円です。 
以下、６款農林水産業費８５００万円で０・５％、７款商工費は９４００万円で、０・６％

となっております。また、他会計への繰出金については、特別会計国民健康保険事業に２億

９１００万円、介護保険事業特別会計に３億７６００万円、老人保健特別会計に３億３００

０万円、病院事業会計に１億４２００万円となっております。 
所管別の具体的な内容で申しますと、児童福祉関係では、児童福祉施設入所扶助費として、

私立保育所５個所分の５億２０００万円と、児童手当分１億３８００万円などが主なもので

あります。ここでは、権限委譲に伴い、県から児童扶養手当の認定給付の事務が委譲され、

手当については、年３期に分けて支給されますが、その内の１期分の扶助費として５５０人

分、９６００万円が新規に計上されております。 
委員から、同和子弟に対する保育料算定の元となる所得基準の優遇措置について質疑があ

り、執行部より１４年度は、生活保護基準の１・５倍から１・３倍に、１５年度は１・１倍

に、１６年度は１・０と、３年計画で、年次的に縮少・廃止していく考えです、との答弁が
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あり、また、同和対策が一般対策へ移行した以上、園児の通園バスについても、一般競争入

札にするべきではないか、との質疑に対し、執行部から、今後そのように取り組むこととし

ています、との答弁がありました。 
さらには、委員から、公立保育所と民間保育所の経費を比較したとき、同和加配を含め職

員数が多すぎる。同和対策が一般対策へ移行した以上、保育所の統合とは別の問題であって、

その事は当然に、新年度予算に反映されるべきであるし、そして、民間並みの人員抑制・経

費削減を実施していくべきではないか等の意見がありました。 
障害者福祉関係では、身体障害者福祉施設入所者措置費や、身体障害者補装具などの扶助

費１億４４００万円や、知的障害者福祉施設の入所者、及び通所者措置費としての扶助費２

億４０００万円が主なものであります。ここでは、社会参加促進事業が新規事業として予算

計上され、手話通訳者を市の窓口に設置するための経費や、手話通訳者の派遣、点字、声の

公報発行、さらには、身体障害者のための移動支援に要する経費等が、予算計上されており

ます。 
生活保護関係では、扶助費が２３億円計上され、内訳の主なものは、生活扶助費７億８４

００万円で１４５０人分、医療扶助費１３億１２００万円で２３１８件分、住宅扶助費６５

０戸分、１億５３００万円が計上されています。 
高齢者福祉関係では、委託料８１００万円の主なものは、自立者のデイサービス利用のの

ための委託料として、生きがい活動支援通所事業委託料３０００万円、現在、西日本医療福

祉総合センターと、社会福祉法人智美園に委託している、在宅介護支援センター委託料１３

００万円、配食サービス委託料１３００万円でございます。 
負担金補助及び交付金では、広域事務組合負担金として、遠賀静光園分１９００万円やシ

ルバー人材センター運営費補助金２０００万円が、扶助費では、老人福祉施設入所者措置費

５５００万円、紙おむつ支給のための在宅介護支援事業に８００万円、さらには、ホームヘ

ルパー利用者の減免に関わる市負担金６００万円などが計上されております。 
なお、新規事業として、高齢者訪問理美容サービス事業の実施が予定され、このサービス

は、在宅寝たきり高齢者の家庭に理美容師が訪問し、調髪、顔そりなどを行ない、サービス

料金の一部を助成するものです。このサービスを利用できる高齢者は、概ね６５歳以上で、

在宅の寝たきりの高齢者で、利用回数は年４回を上限とし、理美容代金は利用者が負担しま

すが、在宅訪問料を１回の利用につき、１５００円助成するものです。 
さらには、生活管理指導員派遣事業も実施予定で、身寄りのない単身高齢者世帯及び高齢

者のみの世帯に対し、日常の基本的生活習慣の支援・指導及び近隣住民との対人関係構築の

支援・指導を行なうため、生活管理指導員を派遣するものであります。 
健康増進関係では、各種保健対策事業に要する経費で、ガン検診、健康診査、母子保健事

業等の委託料、５３００万円が計上されております。 
農林関係の主なものは、農村環境整備工事費など１６００万円、商工関係では、４月から
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のペイオフに関係して、貸付金として信用保証協会預託金１９００万円が計上されておりま

す。 
環境生活関係では、主なものは、広域事務組合への負担金として、火葬場運営に１７００

万円、塵芥処理に５億３３００万円、し尿処理に３億３９００万円、広域事務組合事務所負

担金に４８００万円、さらには、市民トイレ清掃委託料４９０万円、不法投棄等巡視回収委

託料４００万円等が、予算計上されております。 
新年度からは、環境美化推進員制度が廃止され、今後は、郵便局の協力で、郵便配達の際、

局員が不法投棄物を発見した場合、無償で市へ通報してもらい、市の職員が現場へ出向いて

処理するといった方法に変わっております。 
人権対策関係については、昨年度までは、同和対策関係としての予算計上がなされており

ました。また、本年４月から課名変更される人権推進課、現同和対策課ですが、隣保館等の

職員配置については、人権推進課が職員４名、臨時職員１名、隣保館が職員３名、臨時職員

１名、岩瀬南町集会所が、嘱託職員１名、非常勤嘱託職員３名が、それぞれ配置されており、

また、新年度予算のそれぞれの職員人件費は、人権推進課職員分３７００万円、隣保館職員

分２７００万円、岩瀬南町集会所職員分１６００万円が計上されております。 
討論において、委員から、同和子弟に対する保育料の減免など、一部の改善は見受けられ

るが、公立保育所の同和加配による職員配置や、隣保館、岩瀬南町集会所等の職員配置につ

いても、依然、同和ということが残っているなどの意見や、同和行政について、一般対策へ

と移行したというものの、予算の内容については、従前と変わっていないなどの意見があり

ました。 
次に、国民健康保険事業予算について申し上げます。 

予算の総額が、歳入歳出それぞれ４１億７４００万円となっております。 
歳入の主なものは、国民健康保険税１２億３５００万円、国庫支出金１６億５４００万円、

療養給付費交付金７億９１００万円、一般会計からの繰入金２億９１００万円、介護納付金

分保険税７２００万円で、歳出の主なものは、保険給付費２４億５８００万円、老人保健拠

出金１４億２００万円、介護納付金１億６５００万円、一般的経費１億１７００万円で、歳

入歳出のそれぞれの合計額は、昨年度より１６００万円の減額となっております。 
次に、住宅新築資金等特別会計予算につきましては、予算の総額が歳入歳出それぞれ４８

００万円となっております。この内、歳出の主なものは、公債費４８００万円で、これは起

債に伴う元利償還金であります。 
歳入については、公債費の利子に対する県の補助金として、利子補給金８００万円、諸収

入として、各貸付金の元利収入４０００万円が計上されております。 
 次に、老人保健特別会計予算については、予算の総額が、歳入歳出それぞれ６３億８７０

０万円となっております。歳出の主なものは、医療諸費６３億７２００万円で、昨年度より

５％の増額となっております。 
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 歳入の主なものは、支払基金交付金４４億６６００万円、国庫支出金１２億７１００万円、

県支出金３億１７００万円、一般会計からの繰入金３億３０００万円が計上されております。

歳入歳出それぞれの合計額は、昨年度より３億５０００万円程度の増額となっております。

また、老人医療費は、高齢化社会の進展に伴い年々増加しており、本市の場合一人あたり、

ほぼ１００万円となっております。 
次に、介護保険事業特別会計予算につきましては、予算の総額が、歳入歳出それぞれ２２

億５２００万円となっております。歳出の主なものは、要支援、要介護者への介護サービス

費用等に充てる保険給付費として、２１億１０００万円を計上し、この費用は、平成１２年

度の保険給付費の実績、及び平成１３年度の経過を踏まえ、サービス料を決定したもので、

予算総額の９３・７％を占めております。 
また、総務費の職員人件費、１億３１００万円が計上されております。 

歳入の主なものは、歳出の保険給付費に対する国の負担分である、国庫支出金２５％分の５

億４９００万円、支払基金交付金３３％分の６億９６００万円、県支出金１２・５％分の２

億６３００万円、第１号被保険者の保険料３億６６００万円、一般会計繰入金３億７６００

万円が計上されております。 
歳入歳出のそれぞれの合計額は、昨年度より１９００万円の増額となっております。 

本年度は、中間市高齢者総合保健福祉計画の見直しが予定され、公募による市民参加の作

成検討委員会の設置が予定されております。 
委員から、措置から介護保険への制度の移行等により、様々な事業が民間業者へ委託され、

市民がどういう状態にあるかということを、市が把握できなくなっている。 
今後、行政主体としての市が、把握するための方法を考えているか、との質疑に対し、執

行部より、今後、行政主体の基幹型の在宅介護支援センターを設置することも検討していま

す、との答弁がありました。  
 また、委員から、国保会計、老人保健会計、介護保険会計への共通した意見として、医療・

介護にかかわるものについては、本来、税金でするべき社会保障に関わる問題であり、国の

予算が赤字財政ということで、国の財政支出を切り下げてきた結果、国民・市民が大変な負

担を強いられている。そういった中で、自治体として、これをどう取り組むのかが求められ

るわけであるが、国の方針通りでやっていくという状況など、自治体としての努力が不足し

ていると思う、等の意見がありました。  
 最後に、病院事業会計予算について申し上げます。 
まず、収益的収支では、医業収益と医業外収益を合わせた病院事業収益は、２４億１４００

万円で、前年度より８％の増額となっております。医業収益の主なものは、入院収益１２億

６２００万円と、外来収益９億８５００万円で、入院患者数は４万３０７０人で、前年度よ

り１・７％の増。外来患者数は１０万６６５０人で、前年度より５・３％の増が見込まれて

おります。 
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 また、医業外収益の主なものは、他会計負担金２９００万円と、他会計補助金５０００万

円で、これらは一般会計からの繰入金となっております。 
次に、病院事業費用は２４億８００万円で、前年度より８・４％の増となっており、この

内、医業費用では、職員等の給与、医師の報酬等１１億５１００万円、薬品費、診療材料費

等の材料費９億９００万円、光熱水費・委託料等の経費２億３９００万円が主なものとなっ

ております。医業外費用では、企業債利子償還金等支払利息４５００万円が主なものとなっ

ております。 
以上、収益的収支では、１４年度６００万円程度の純利益が見込まれています。 

続いて、資本的収入及び支出では、資本的収入６３００万円で、その内容は、企業債元金償

還金に充当される負担金、６３００万円が主なものであります。 
 次に、資本的支出１億４００万円の主なものは、借入企業債元金償還金９４００万円です。

資本的収入及び支出額の不足額４１００万円は、損益勘定留保資金で補填する予定でありま

す。 
 次に、債務負担行為として、医療事務会計システムコンピューターリース料として、３５

００万円が計上され、これは医事係が使用しているコンピューターは、リース後、１０数年

が経過しており、新たなシステムに対応できないことから、新しくリースにするために、平

成１５年度から平成１９年度までに、債務負担行為として計上するものであります。 
 委員から、市民の健康を、どう保持していくのかという観点から見た時に、市立病院を中

心とした保健・福祉との連携が進んでいない。今後、何か考えているのか、との質疑に対し、

執行部より、今後は医療だけで病院は成り立っていくとは思っていない。そういった事を討

議する部会を、庁内に設置するように提案している、との答弁があっております。 
また、委員から、全国的に公立病院において、院内感染による事故が多発している。 

そうした場合、病院が倒産するというか、閉鎖するという状況になる。万全の対策を講じる

ように、との要望や、さらには、他の会計予算についても言えることだが、この時期に職員

厚生会への負担金等の支出は認められない、等の意見があっております。 
以上が、当委員会に付託されました各議案の概要でありましたが、最後に、それぞれ採決

いたしました結果、第８号議案については、一部態度保留がありましたが、第８号議案、第

９号議案、第１０号議案、第１３号議案、第１５号議案の５議案については、可否同数であ

ったため、委員長の裁決権を行使し可決と裁決いたしました。 
また、第１６号議案については、全員の賛成で原案どおり可決すべきと決した次第であり

ます。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。 
○議長 岩崎三次君  
次に、堀田建設水道委員長。 

○１２番 堀田英雄君 
ご指名によりまして、只今議題となっております第８号議案、第１１号議案、第１２号議
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案及び第１７号議案の、新年度予算４件につきまして、建設水道委員会に付託されました所

管部分について審査を行ないましたので、その概要と結果について、ご報告申し上げます。  
なお、新年度予算に対する主な工事関係につきましては、現地調査を行ない、執行部より

詳細な説明を受けました。 
まず、一般会計予算につきまして説明をいたします。 

歳出の主なものを申し上げますと、総務費の財産管理費では、垣生の旧社会福祉センターの

解体工事費や、土地開発公社が代行取得しております、犬王古月線街路事業に伴う代替用地

の５物件の財産購入費等が計上されております。 
また、交通安全対策費では、市内街路灯の維持・補修費、及びカーブミラー・区画線街路

灯の設置工事費が計上されております。 
環境衛生費では、合併処理浄化槽補助事業として、３７基分の予算が計上されております。 
失業対策費では、特定地域開発就労事業として、通谷団地８､１０号線道路改良舗装工事ほ

か１３路線の工事が計画されております。 
 なお、産炭地域開発就労事業費については、１３年度で法が終息することにより廃目にな

っております。 
道路橋梁費では、市内各所の道路舗装側溝等の補修工事や、東中間深坂線の新日鉄送水管

布設の委託料、車屋４号線道路改良工事ほか、４件の工事が計上されております。   
河川費では、市内各水路の浚渫工事費、及び土手の内二丁目の出原ポンプ座のポンプ設置

工事費等が計上されております。 
都市計画費では、県事業である犬王古月線、仮屋大膳橋線の街路事業負担金、公園費では、

都市公園、児童遊園の整備及び緑化に要する費用が計上されております。 
なお、次郎丸道元線及び中間水巻芦屋線街路事業費については、１３年度で事業が完了す

ることにより廃目になっております。 
住宅費では、公営住宅の修繕、空き家補修費用、浄化槽高架水槽保守点検委託料、及び中

鶴市営住宅屋根防水工事や、岩瀬南団地の水洗化を図るため、排水処理施設の工事費等が計

上されております。 
なお、歳入につきましては、国庫補助金として、労働費国庫補助金３億９１７９万８００

０円と、土木費国庫補助金４３７８万７０００円、市営住宅使用料等の土木使用料８１５３

万７０００円､及び不動産売払収入１億６５４万１０００円が主なものであります。 
審査の中で、委員より、市営住宅の建替え計画について質疑があり、執行部より、通谷土

手の内の両団地について現在検討中であり、今年の秋頃に入居者に対し、アンケート調査を

実施し、その結果に基づいて、今後の計画を検討していきたいとの説明がありました。 
次に、地域下水道事業特別会計予算について、ご説明申し上げます。  

予算の総額は、歳入歳出それぞれ９６００万円となっております。歳出の主なものを申し上

げますと、終末処理費では、中鶴と曙下水処理場の維持・管理費、及び下水道管の補修工事
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費等が計上されております。歳入では、下水道使用料が主なものであります。 
次に、公共下水道事業特別会計予算について、ご説明申し上げます。 

歳出の主なものを申し上げますと、総務費では、受益者負担金の各年度及び前期一括納入者

に対する報償金や、北九州市への下水道処理負担金等が計上されております。 
ポンプ場費では、蓮花寺中継ポンプ場の維持・管理に要する経費が計上されております。 

建設費では、中間駅前の曙幹線管きょ築造工事、各町内の下水道整備工事や、上底井野、御

館、中央等の設計委託が計画されております。 
また、県事業であります遠賀川下流流域下水道事業では、水巻・中間幹線等の工事費、及

び１５年度供用開始予定の浄化センター建設に伴う負担金が、計上されております。 
以上により、１４年度末における中間市の公共下水道普及率は、２０％から２４％に、公

共下水道の下水処理は、７４万トンから９６万トンになる見込みでございます。 
歳入では、受益者負担金として７０４４万円、公共下水道使用料として、１億９０９万７

０００円、国庫補助金として３億２８００万円、一般会計からの繰入金、３億５０００万円、

市債１０億１２４０万円が主なものであります。 
予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０億９３万円となっております。 

最後に、水道事業会計予算について、ご説明申し上げます。 
本年度の事業予定量は、中間市・遠賀町合わせて２万６２３０戸の給水戸数を見込んでお

り、年間総給水量は７７５万立方メートルで、有収率では９０・１％が見込まれており、収

益的収支では、水道事業収益１２億６６８２万５０００円に対し、水道事業費用では、１２

億３７２９万円が計上され、２９５３万５０００円の利益が見込まれております。 
また、資本的収入１２億７２７１万４０００円に対し、資本的支出１７億５０３６万８０

００円が計上され、収入が不足する額４億７７６５万４０００円は、当年度損益勘定留保資

金、及び減債積立金等の自己財源で、全額補填することとなっております。 
主な建設改良事業として、唐戸浄水場改良事業と、遠賀橋架け替え工事に伴う導配水管布

設替え工事が行なわれます。唐戸浄水場は、昭和８年に建設され、中間市全域の給水及び水

巻町の一部に分水が行われていますが、近年、遠賀川の水質が有機物質の汚濁が進行し、加

えて渇水期は、河口堰貯流水の水質が著しく悪化する傾向にあり、一方、浄水施設は、創設

以来の急速ろ過施設等の老朽化が進み、維持・管理を困難にしていることから、維持・管理

を容易にし、省エネ、省力化、さらに、水質管理の向上等、安全で良質な水道水を安定的に

供給するために、新しい浄水技術を取り入れた施設改良事業を、１２年度から３年間の継続

事業で行なっております。 
また、本年度、新たに土木建築付帯工事として、既設建物・構造物のリフォーム、及び安

全性の高い次亜鉛素注入設備への切替え、中央監視装置等の工事が計画されております。遠

賀橋架け替え工事に伴う導配水管布設替え工事は、１３年度から２年間の継続事業で行なっ

ております。また、老朽管布施替え工事として、中間市内及び遠賀町内で２３件の工事が計
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画されております。 
以上、４議案につきまして、審査の後、採決いたしましたところ、いずれも全員の賛成を

もちまして原案どおり可決すべきであると決した次第であります。 
何卒よろしくご審議の上、ご賛同下さいますようお願いいたしまして、委員長の報告を終

わります。 
○議長 岩崎三次君 
これより質疑に入ります。只今の委員長の報告に対し質疑はありませんか。 
中家多恵子さん。 

○２番 中家多恵子君 
新年度予算の総務常任委員長代行にお尋ねいたしますが、税収というのは、市の根幹をな

すものですけれども、総務常任委員会では、第３セクターが多額の固定資産税等を滞納して

いるわけですが、このことについてどのように討議されたのか、お答え願いたいと思います。 
○議長 岩崎三次君 
古野総務文教委員。 

○１６番 古野嘉久君 
その件については質疑なされておりませんので。 

○議長 岩崎三次君 
他に質疑ありませんか。 

(｢なし｣の声あり) 
これにて質疑を終結いたします。 
これより討論に入ります。討論はありませんか。 
 久好勝利君。 
○１０番 久好勝利君 
平成１４年度予算の内、一般会計と特別会計では、国民健康保険、住宅資金、老人保健介

護保険、以上５件の予算案について、日本共産党議員団を代表して反対討論を行ないます。 
一般会計においては、新年度の当初予算は、今年度に比べ２億２５５７万円減額となって

います。歳入で減額となったその主なものは、国及び県の支出金、地方交付税、市税などの

歳入減によるものです。国が来年度予算で５兆円削減するという中には、地方交付税や社会

保障関係費の削減等が含まれ、県は行政改革の名のもとで、市町村に負担を押し付けながら、

削ってはならない国民向け、県民向けの予算を切り捨てながら、市税の落ち込みにも現れて

いる深刻な不況への対策はありません。 
長年続いた不況のもとで、現役世代は、雇用不安に失業賃下げ、社会保障の切り下げなど、

また、年金生活者は、年金切り下げに医療や介護への負担増、退職金も超低金利で目減りす

るなど、市民の暮らしは大変です。地方自治法は、自治体の仕事として真っ先に地方公共の

秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持することとしているように、市
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民の健康と福祉、ひいては生活と営業を守る予算、行政施策が求められるところです。 
本年１月から、課として立ち上げた契約課、及び明るい街づくり推進室の件においては大

島市長は選挙の際に、公共工事をめぐる不正は後を絶ちません。公共工事をめぐる業者間の

談合、行政側からの予定価格漏洩等を根絶すると言って、談合や丸投げ防止など、五つの公

約を掲げていますが、契約課で果たしてどこまでできるのか。また、明るい街づくり推進室

の業務内容は、相談、各関係課との連絡、パトロールとのことですが、そのようなことで明

るい街づくりができるのか。 
課としての体制と予算を付けた以上、行政として責任ある取り組みをしないと、市民の理

解を得られないのは当然のこと、安易な取り組みでなく、先の展望を示した具体的な施策を

早急に示すべきであります。 
高齢者福祉においては、生活管理指導員派遣事業と、訪問理美容サービスが９９６万円の

予算を付けて、新たな事業として展開されます。ところが、その予算捻出にあたって、毎年

支給していた老齢年金を、節目ごとの祝金に改悪し、それで浮かせた１１００万円を充てる

ことにしています。７５歳以上の高齢者が、毎年楽しみにしている祝金を削らなくても、法

の期限切れを迎える同和行政を終結させれば、その分、高齢者福祉の充実や、市民生活向上

の予算にまわすことができます。 
地対財特法の一部改定による５年間の経過措置が、今月末を持って終了します。 

同和事業を進める根拠となっていた法律がなくなるわけですから、同和行政の終結は当然の

ことです。ところが中間市においては、同和関係事業２０事業の内、新年度から廃止２件、

一般対策への移行８件、継続１０件となっています。 
 また、一般対策への移行とはいっても、事業の内容は殆ど変わっていないのが問題です。

同和対策課が出した資料によれば、１３年度の同和予算は１億４４４万円で、１４年度に廃

止、または、一般対策へ移行する分を除けば、１４年度の同和予算は２６９１万円と、問題

解決に大きく前進したかに見えますが、今回、一般対策に移行したといいながら、以前と変

わらず、同和問題を引きずっている事業の予算を含めれば９１０３万円で、その内補助金を

除いた市費持ち出し分は６７００万円です。隣保館も一般対策に移行することになりました

が、隣保館には、部落解放同盟の役員が市の職員として在席し、事務所として使用していま

す。これは隣保館に準じて運営されている岩瀬南町集会所と、同和会の関係についても同じ

ことが言えます。さらに、岩瀬南町集会所の嘱託職員の賃金は、月額３５万４０００円で、

中間市の嘱託職員の行政職賃金、これは３５歳以上で、月額２２万７６００円ですから、１

２万円以上も高くなっています。このような特別扱いは直ちにやめて人員も削減するべきで

あります。 
さらに、隣保館については、公共施設を事務所としての使用を中止し、館内にある解放同

盟の歌など、解放同盟特有の掲示物などは早急に取り除くべきであります。 
既に、一般対策に移行したという保育園事業も問題であります。保育園の場合、市費持ち



 19

出しが大きすぎます。その一つは、園児送迎バス委託料で、それぞれに７１８万円出してい

ますが、委員会審議の中で出たように、特定の業者に委託するのではなく、業者選定にあた

っては入札によるべきであります。ちなみに園児一人あたりの市費持ち出し額は、市内の民

間保育園に比べ、こすもす保育園で６・８倍、ひまわり保育園で５．４倍となっています。

何故、保育園に多額の費用がかかるのでしょうか。 
今月１９日、民生経済常任委員会は、保育園や隣保館など視察しました。こすもす保育園

での説明では、紙おむつは一切使わず、昔ながらの布おむつを洗濯して使っている。 
保育園にくれば、園で洗濯したものに着替えさせ、匂いのする子供は風呂に入れる、２４時

間保育ですとのことでした。 
今では、保育園は一般対策事業となっています。私は、同和対策事業として、保育園が運

営されていた時代にも訪問し、保母さんから話を聞いたことがありますが、その時も親に任

せてはおられません。２４時間保育のつもりで頑張っています、とこのように言っていまし

た。子供を任せられない親とは、保育園の成り立ちからして、同和関係者を指してのことと

思われます。このことは、わざわざ地区の子と区別して、いろいろな施策を行なう解放子供

会についても言えることです。地対財特法が失効し、地区そのものがなくなる時代に、児童・

生徒を地区の子と特定し、学力補充のためと特別な教育を続けようとしています。地区の一

部の子ども達だけに、学校の教員が教育することは、教育基本法第６条にある、教員は全体

の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない、と定め

られていることを否定することにもなります。 
これでは、子供を任せられない地区の親、授業についていけない地区の子ということにな

りますが、これこそ差別ではないでしょうか。また、それが必要以上の経費をかけているこ

との原因でもあります。同和事業は、周辺地域との格差をなくすための、一般対策を補完す

る特別な事業です。行政がするべきことは、格差がなくなるように条件を整えることであっ

て、それを何時までも、地区の人々の教育や生活の状況は低位にあると言って、特別に扱う

こと自体差別であります。 
今回、地区の方々で満杯になっている納骨堂の管理が、一般対策に移行しますが、特別扱

いで育てられた子供、それに住民は、結局、ゆりかごから墓場までの特別対策ということに

なるのであります。 
長年にわたる特別対策によって、地区住民の生活はどうなったでしょうか。 

自立促進のための事業が、むしろ自立を阻害する役割を果たしたことになります。 
 何時までも同和行政を続けているのが、その証明です。行政の責任は重大であります。事

業目的が達成されたにもかかわらず、何時までも同和行政を続けることは、地区住民の自立

を妨げ、周辺地域との逆差別を生み、新しい差別意識を助長させることになります。 
保育園事業の見直しまで含めれば、少なくとも、２億円の予算を高齢者福祉の充実や、市

民全体の施策に回すことができます。地対財特法の失効に合わせて、同和行政を終結させる
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ことを強く求めるものであります。 
次に、国民健康保険、老人保健、介護保険の問題です。 

国は財政難を理由に、社会保障予算を次々と削ってきました。国の赤字財政の最大の原因は、

アメリカの圧力によって決められた、６３０兆円の公共投資基本計画による、全国各地での

大規模開発プロジェクトとして遂行された無駄な公共事業にあります。 
この計画は、１９９５年度から２００７年度までの１３年間に、国と地方を合わせて６３

０兆円の公共投資を行なうというもので、これは日本の国際収支の大幅黒字を、内需拡大で

是正せよ、とアメリカから公共投資の拡大を迫られて決めたものであります。 
この公共投資基本計画のもとに、治山・治水、道路など、１６種類の長期計画が作られま

したが、必要な事業をまとめたというものではなく、６３０兆円の事業費の総額が決まり、

それをどう使うかということなので、無駄な公共事業が全国的にやられているのであります。

そのことが、国と地方を合わせて１年間の公共事業費５０兆円、社会保障費２０兆円という

逆立ちした予算の使い方になったのです。 
しかも長引く不況と、法人税減税や金持ち減税によって、税収が落ち込んでいるにもかか

わらず、公共投資は基本計画に沿った５０兆円を確保するため、社会保障費の削減等、税収

減のしわ寄せを国民負担増で切り抜けようとしています。その結果、払いたくても高くて払

えない国保税、受診を手控えざるを得ない医療費の高騰、病院から追い出される原因となる

診療報酬引き下げの老人医療、保険料と利用料負担で、予定の半分しか利用しない介護保険

など、国民の暮らし破壊が進行しています。 
特に、介護保険が実施されて以後、保険料、利用料の負担は、高齢者家庭の財政を圧迫し

ています。老々介護、家族介護から社会全体で介護を支える制度、それが介護保険だと言っ

ていながら、国民皆なで支え合うのが介護保険だと、所得が少なくても、年金から保険料を

天引きされ、生活苦に喘いでいても罰則で保険料滞納もできない。これで社会保障と言える

のでしょうか。 
このような時こそ、憲法でうたわれている地方自治の本旨が問われることになります。 

地方自治の本旨とは、国から独立した自治体が、国の監督に縛られることなく、自主的に地

方の行政を行なうことです。何かと言えば、国からペナルティーをかけられるといって逃げ

るのではなく、国に強く改善を求めるとともに、他の自治体でもしているように、国保税の

減免、或いは介護保険料、または、利用料の減免を取り入れるべきであります。 
次に、住宅資金については、条例に違反した乱脈な貸し出しが赤字の原因です。 

それを認めることはできません。法があろうがなかろうが同和行政は続ける、このように前

市長は乱暴なことを言いましたが、住宅資金の貸し出しでは、必要な書類を揃えなくても、

また生活保護受給者でも、法律を無視して貸し出した結果が、５億円にもなんなんとする滞

納による赤字をつくったのです。今また、同和関係法がなくなったにもかかわらず一般対策

を装って、同和事業を続けようとしています。法律を無視してまで同和行政を続けるという
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点では、住宅資金の乱脈貸し出しの時代と、現代も基本的には変わっていないと言わざるを

得ません。同和行政の終結を重ねて要求して討論を終わります。 
○議長 岩崎三次君 
杉原茂雄君。 

○２４番 杉原茂雄君 
 私は、自民クラブを代表いたしまして、新年度予算案に対する賛成討論を行ないます。 
しかし賛成討論と申し上げましても、消極的な意味での賛成意見であります。 
 私は今回、この新年度予算案に関しまして、他の友党会派とも種々合議をしながら、可と

すべきか否とすべきか、誠に苦渋の選択を迫られてまいりましたが、論議の結果、消極的で

あれ、賛成という立場を明確にすべきだという結論に至ったわけであります。 
何故かと申しますと、その一つは、私たちが反対をしたとするならば、おそらく、この予

算案は否決という憂き目を見るであろう。そういうことは予測、当然されました。 
そうしますと、そこから生じてくる、いろいろな混乱、いろんな問題が危惧されてくるわ

けでありまして、それは新しい市長就任初年度のことであるが故に、避けて通るべき寛容さ

が必要だろう。また、二つ目には、株式会社中間市役所というスローガンというか、キャッ

チフレーズというか、基本理念だと思いますが、これが果たして、これは単なる空念仏なの

か、それともどうなのか、いささか、この言葉の持つ意味の重さにですね、期待をかけてみ

よう、かようにも考えたところであります。  
 新しく就任をした市長の手による新年度予算案は、市政の理念と基本的な政策を構築した

ものでなくてはなりません。そのためには、市財政の現状認識と、その施策・政策や、など

の執行行動が結びついているかどうか、つまり言うことと、行なうことが一致しているかど

うかにかかるわけであります。そうした予算案になっているのかどうか、これが本来、その

予算案に対する是非を決める基準となるべき視点であろうかと思います。 
 今日、我々を取り巻いております社会情勢は、打ち続くデフレ不況により、大変厳しい情

況下にあります。働くものをはじめ、民間商工業者は生き残りをかけまして、徹底した改革・

合理化を断行し、また、その反動もありまして、ますます失業者も増え続け、市民各層の中

での生活困窮者も拡大しておる現状下にあります。こうした不況と混迷の時代認識に立って

ですね、今日、市民が求めておる、従前とは異なった新年度予算案となっているのかどうか。

そうしたことが問われているものであり、その点から見るならばですね、この本予算は極め

て不信の点を持たざるを得ないところであります。 
バブルが崩壊をしました後、国も地方もですね、借金財政運営が慢性化しています。 

行財政改革が叫ばれ、そのまた取り組みが１０年来行なわれてきましたけれども、しかしな

がら薄皮１枚もはげない程度で、現在、推移をしておるのではないでしょうか。 
行財政、根本的な行財政改革というのはですね、市組織体を、構築をやり直そうというそう

いうこと。つまり人と人の人間としての、そこで働く人たちの質と量を変えていこうそうい
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うことが根本になくちゃならん。我々市議会は、多数の意見によりまして、来年、来期、市

会議員選挙からですね、現行２４名の定数を３名減員をいたしました。 
つまり、これもですね、この３名減員によって２０００万円を超える削減効果を生み出して

おるものと思います。つまり具体的な意味でね、自らの身を削ぎ肉を削ぐという、そのこと

が求められておるんです。 
市の市税収入や地方交付税は、年々大幅に減収し続けます。これが現実ですね。 

そのために起債という借金で収入を補っておる。一方、人件費や退職金などは増え続けてい

る。人件費がですよ、市税収入を超える事態、このこと自体がまさに異常だ。 
それを補うために借金を行い収支を合わせる。まさに破産をしている姿そのものであります。

これを変革するために、大島さんは市長に選ばれたんだと、私はそう期待をするものであり

ます。 
市組織体自らの身を削ぎ肉を削ぐ、そうした痛みを、市民が今痛みを受けておる痛みと共

有するという意識改革が迫られています。そのためのリーダーシップ、指導性をですよ中間

丸という船長としての指導性をですね。決断と実行を多くの市民の皆さんは、あなたに期待

をし求められておるんだ。このように考えるところであります。そうではないでしょうか。

今、せめられておるのはですよ。人件費及び人員の削減・カット。 
先ほど触れられました公立、市立保育所の異常とも言うべき経費負担の削減・カット。そ

うして、また職員厚生会というものへですよ。年間４０００万円を超える支出を行なってお

る、そんな余裕がどこにあるんですか。そういう不当な馬鹿げた支出は直ちにですね、補助、

助成という支出は直ちに打ち切る、そういう決断があってしかるべきだ。 
以上、大ざっぱに申し延べましたが、ちょっと水一杯頂戴。 

以上、おおざっぱな事を申し述べましたが、とりわけ市職員厚生会への助成金・補助金です

か４０００万円なにがしは、予算凍結を強く求めます。 
その他を含めまして、その他の諸問題を含めまして、年度途中で補正予算上にですね、計

上されて減額修正されるものを強く期待するものであります。 
声なき多くの市民の声に応える、生活困窮者救済や、福祉や教育や文化政策の充実のため

には、お金が要ります。その金は今ないんです。いくら要求されてもないものはね、出せな

いんですよ。ない袖はふれないと言います。従いまして、そういう財源を生み出すためにも、

今申し上げました大まかな基本を踏まえた、具体的な執行体制をとるべく熱望するものであ

ります。 
大島市長のあなたの掲げられます株式会社中間市役所というこのことが、掛け声、この掛

け声はですね、私は市民のために掲げられておるものだと思います。故に直ちにですね、改

革大手術の断行と実践を、あるのみを熱望するものであります。 
次に、若干、市立病院の予算についての意見を申し述べておきたいと思います。 

この病院は、炭坑の閉山からくる付属病院を、継続、引き継いだものでありますが、およそ
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約４０年近くなりますか、今日までの経営の中でね。黒字になったことは、ただの一度もな

い、誠に奇妙な病院です。しかし、市民の健康・生命を守るというですね、なんとなく、わ

かるような、わからないような大義名分の中でですね。もう慢性化、慢性的に毎年、毎年繰

り出されてきたわけです。 
 現在でも、およそ累積赤字５億円ですか。そして、本年度は１億５０００万円の繰出し。

しかし、一方、本年度は、なんぼかよくなって６００万円ぐらいの黒字が出るだろうという

ふうに推測されておりますけれども、しかしながら、これは今の体制での企業努力や、いろ

んな手立てを行ないましてもね、限界はあろうかと思います。 
問題は何と言いましても、やはり人件費なんですね。病院会計の内の２４億１４００万円

ですか。この内、人件費は１１億５１００万円ですか。従いましてですね、そういう問題を

含めながら、最近、北九州市ではですね、いよいよ、この病院の有り様についての改革に踏

み切りまして、戸畑の、市立病院は民間へ譲渡されました。 
これは一つのよき例だと思います。幸い中間市の場合は、周辺にも大病院、いろんなもの

がございます。従いまして、この徹底した改革、合理化を断行するかどうか、いろいろな選

択肢があろうかと思います。独立採算制という、企業会計の当然あるべき原則を踏まえまし

てですね、市民負担に頼らない、そういう病院経営を行なうべき方向への選択を求めながら

ですね、十分な市長としてのご検討を希望するものであります。 
 以上、申し述べまして賛成討論にかえさせて頂きます。終わります。 
○議長 岩崎三次君 
 この際、暫時休憩いたします。 

休憩 １１時４５分 
再開 １１時５３分 

○議長 岩崎三次君 
休憩前に引き続き会議を開きます。  

 他に討論はありませんか。 
 中家多恵子さん。 
○２番 中家多恵子君 
これまで、私は、一般会計の当初予算に一貫して反対の態度表明をしてまいりました。そ

れは、市政最大の問題と言われてきた、乱脈・不公正な同和行政を継承し続けてきたのが主

な理由です。同和問題の解決を目指し、３３年間続いた国の同和行政、地域改善対策特別措

置法による財政上の特別施策が、この３月末で失効します。 
３３年間にわたる同和行政、全国の投資総額は何と１６兆円、そして、また中間市では１

２年度決算までに約２５億円使われました。この２５億円の中には、糾弾等による、まさに

乱脈な同和行政でもありましたが、私は、この法律が切れるに当たって、かつて市議会もこ

の解放同盟とか同和会に対して、とりわけ解放同盟と取り交わした覚え書きや、確認書をめ
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ぐりまして議会が屈服したことです。 
私が議員になる以前、各党が、かつてこの覚え書きに、糾弾による覚え書き等に対して市

の覚え書きの不履行については、議会側も責任を痛感し、早急かつ迅速に実施させることを、

議員の職責を賭して保障するという議会決議を全党で行なっています。 
そして、また狭山事件に対しても、これは差別裁判ということで、各党が議会で議決した

経緯があります。私はこの反省を今、先輩の議員達はされなくてはならないと思います。 
私は、先程の委員長報告にもありましたけれども、委員会で一般会計に対する態度保留を

したのには、それは市政最大の問題である同和行政、そのことに関して、何ら視察もしない

で賛否を問うことにはどうか、ということを感じたわけです。私は是非、現地調査をしたい

ということを申し延べましたが、私一人の意見でした。そして賛否を取った後に現地調査が

組まってたわけです。運動団体の両事務所に議会として行ってみました。 
公共施設という名の同和団体事務所を同じ場所に二つ建て、団体幹部が市の職員となり手

厚く保護されている市民団体は他にはありません。 
かつての市長は、解放同盟の事務所はどこにあるか知らない等と、答弁をこの議会でもさ

れてきました。しかし、大島市長は、曲がりなりにも、当然ながらそれを認めております。

認められました。多額の税金を湯水のように使いながら、市民の疑問に応えず、ひたすら団

体の顔を伺いながら卑屈な態度は、これまであきれるばかりでしたが、今回の委員長報告は、

それぞれが同和施策、同和事業に対する問題を提起したものです。私は、この委員長報告を

真摯に行政は受け止めるものと確信しております。裏切らないで下さい。 
そして、今回の予算でございますが、交際費の基準も、かつての市長は検討中と言いなが

ら何年も引き伸ばしてまいりましたが、今回、市長はそれをはっきりと約束してくれました。

当初予算を全県を調べました。交際費についても。 
そして、また近隣の４町についても調べてみました。筑豊に比べて、中間市の交際費につ

いては、議長も市長も最低額です。まだまだ、筑紫野や春日に比べると、もうその比ではあ

りません。そして、また４町に比較しましても、中間市の交際費については、立派なものだ

と思います。ですから、やはり行政も議会も一緒になって、無駄遣いはどうしてやってはな

らないという批判だけでなくて、一緒に考えなければならない時代ではないかと私は思って

おります。 
そして、この間、今回の予算の中に、かつて平成１１年に私、紹介議員の一人となりまし

て、生涯学習の一つであります陶芸作業所の設置を、請願の紹介議員としてなりまして陳情

もいたしましたが、今回の予算に組まれておりますし、他の自治体に比べて遅れてはおりま

すが、物品購入に対する改善や、それから、入札制度の改善これは市長も公約には掲げてお

りましたけれども、そのことに対しても、遅ればせながらも、やはり行政の皆さんが真摯に

受け止めて、仕事に取り組んでいる姿を私は見ることができましたし、同和行政に対しても、

投げ渡し状況で１５０万円のお金が、北九大の名誉教授に渡しておりましたものも、私は議
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会内外で話していく中で、３月補正でも減額されましたし、さらに今回、予算は組んでいて

も減額されるということです。 
こうした中で、公平委員の旅費が、東京に出張する１回についても、それができないとう

総務常任委員会の傍聴で知ることができましたが、一方では、同和団体等が行政視察じゃな

くて、団体による視察に対しての予算については、多額に組まれております。 
昨年、情報公開をとっても、これは指摘せざるを得ないなと思いましたが、そういうこと

も改められていって頂きたいものだと思っておるわけでございます。 
そういうことで、私は、また一方、今回の予算の中に不況の長期化により、住民生活及び

事業者の経営は依然厳しく、深刻化してきている状況でありますが、住民生活防衛救済に対

する予算が講じられてないように伺いますが、それは今後の補正の中で見て頂けないかと思

います。 
本当に賛成できる先程の賛成討論ではありませんが、私も悩みました。悩んで、悩んで悩

み抜きました。しかし、今後、同和問題に対しても、私どもが隣保館や同和集会所の職員を、

この市政の場に呼んで、議会の委員会の中でですね、その有り様を議会として質していく、

その責任が議会にもあるのではないかと認識しているところです。 
僅かではありますが、運動団体の補助金の全廃、他の自治体では、まだ組まれているとこ

ろもあります。本当に、本当に賛成できる予算ではありません。男女共同参画社会を実現を

目指さなければならないこの時代に、その予算が見当たらないところも残念ですが、補正予

算の中で計上して頂くことを訴えて、この予算に賛成するものでございます。 
以上です。 

○議長 岩崎三次君 
他に討論はありませんか。 

(｢なし｣の声あり) 
これにて討論を終結いたします。 
 これより第８号議案から第１７号議案までの、平成１４年度各会計予算１０件を順次採決

いたします。 
議題のうち、まず第８号議案 平成１４年度中間市一般会計予算を起立により採決いたし

ます。 
本案に対する委員長の報告は可決であります。 
本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

(起立) 
起立多数であります。よって、第８号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、第９号議案 平成１４年度中間市特別会計国民健康保険事業予算を起立により採決

いたします。 
本案に対する委員長の報告は可決であります。 
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本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
(起立) 

起立多数であります。よって、第９号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 
次に、第１０号議案 平成１４年度中間市住宅新築資金等特別会計予算を起立により採決

いたします。 
本案に対する委員長の報告は可決であります。 
本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

(起立) 
起立多数であります。よって、第１０号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、第１１号議案 平成１４年度中間市地域下水道事業特別会計予算を起立により採決

いたします。 
本案に対する委員長の報告は可決であります。 
本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

(起立) 
全員起立であります。よって、第１１号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 
次に、第１２号議案 平成１４年度中間市公共下水道事業特別会計予算を起立により採決

いたします。 
本案に対する委員長の報告は可決であります。 
本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

(起立) 
全員起立であります。よって、第１２号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 
次に、第１３号議案 平成１４年度中間市老人保健特別会計予算を起立により採決いたし

ます。 
本案に対する委員長の報告は可決であります。 
本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

(起立) 
起立多数であります。よって、第１３号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 
次に、第１４号議案 平成１４年度中間市公共用地先行取得特別会計予算を起立により採

決いたします。 
本案に対する委員長の報告は可決であります。 
本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

(起立) 
全員起立であります。よって、第１４号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 
次に、第１５号議案 平成１４年度中間市介護保険事業特別会計予算を起立により採決い

たします。 
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本案に対する委員長の報告は可決であります。 
本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

(起立) 
起立多数であります。よって、第１５号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 
次に、第１６号議案 平成１４年度中間市病院事業会計予算を起立により採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。 
本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

(起立) 
全員起立であります。よって、第１６号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、第１７号議案 平成１４年度中間市水道事業会計予算を起立により採決いたします。 
本案に対する委員長の報告は可決であります。 
本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

(起立) 
全員起立であります。よって、第１７号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、日程第１６ 第３１号議案を議題といたします。 
提案理由の説明を求めます。 
大島市長。 

○市長 大島忠義君 
今回の補正予算につきましては、毎年、国の地方財政対策の一環として行われております、

市債の財源対策債の確定に伴います補正でございます。本年度当初予算で５０００万円計上

いたしておりましたが、最終的に確定額といたしまして、１億８０００万円の確定通知があ

りました。追加されました地方債１億３０００万円につきましては、一般公共事業でありま

す特定地域開発就労事業に充当いたしております。 
さらに、変更になりました一般財源につきましては、将来の公債費の償還費に備えるため

に、歳出予算として減債基金に積み立てをいたすところでございます。 
本財源対策債の元利償還金は、基本的には全額地方交付税措置されるものであります。 

以上によりまして、歳入歳出とも１億３０００万円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ

１８０億２２８０万円とするものです。よろしくご審議のほどお願いをいたします。 
○議長 岩崎三次君 
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

(｢なし｣の声あり) 
質疑なしと認めます。 
お諮りいたします。 

只今議題となっております第３１号議案は、委員会の付託を省略したいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 
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(｢異議なし｣の声あり) 
ご異議なし認め委員会の付託を省略することに決しました。 
これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
これより第３１号議案 平成１３年度中間市一般会計補正予算第６号を起立により採決い

たします。 
本案については原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 
全員起立であります。よって、第３１号議案は原案のとおり可決されました。 
 次に、日程第１７ 第３２号議案及び日程第１８ 第３３号議案の条例改正２件を一括し

て議題といたします。 
提案理由の説明を求めます。 
 大島市長。 
○市長 大島忠義君 
第３２号議案 中間市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について提

案理由を申し上げます。 
この度の改正は、調整手当の支給率を引き下げるために、必要な改正を行なうものであり

ます。調整手当は、それぞれの地域において、物価や生計費の地域間格差をなくし、自主的

な給与の不均衡を是正する目的で、支給されているものでありまして、現在、本市では、一

般職職員並びに常勤の特別職職員に対し、給料、管理職手当及び扶養手当の合計額に４％を、

医師については８％を乗じて得た額を支給いたしております。 
しかしながら、昨今の財政事情の悪化や、民間企業の経営状況等を憂慮するとき、職員自

らが痛みを感じ血を流さなければ、今後の市政運営に対する市民の皆様のご理解を得ること

はできないとの強い決意を持って、職員側と鋭意協議を重ねてまいりました結果、職員側も

その趣旨を十分理解し、協力を得ることができましたことから、この度、本条例をご提案申

し上げるものであります。 
なお引き下げの率は、一般職０・５％、医師１％でありまして、このことにより、節減す

ることができます人件費は、概算ではございますが、一般会計で調整手当８８０万円、また

期末勤勉手当の跳ね返り分として３４０万円でございます。 
一方、特別会計並びに企業会計では、調整手当４３０万円、期末勤勉手当の跳ね返り分と

して１４０万円の節減となります。従いまして、一般会計特別会計合わせますと、１８００

万円程度の人件費の節減となり、また調整手当は、時間外手当の単価へも影響します事から、

実際には、今申し上げました以上の節減効果が期待されるものであります。 
以上、ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 

続きまして、第３３号議案 中間市特別職職員の旅費に関する条例、及び中間市一般職職員
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の旅費に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 
特別職職員及び一般職職員の旅費につきましては、平成５年３月に改正をされました現条

例により運用をしておりますが、昨今の航空料金の低料金化に見られる流動化や、公用車普

及に伴う出張環境の変化、或いは、情報公開制度導入に代表されるような、市民皆様の意識

の変化等を考え合わせ、旅費の本旨は費用弁償であるとの原則論に立った内容に改正をする

ものであります。 
主な改正点は、航空運賃を実費支給にすることにより、支給額の削減を図ったこと。 

また、半額日当の支給地域を管内扱いとし、旅費支給の対象外にすると共に、公用車使用時

の日当額を半額とし、経費の削減を図ったこと。また新たに、ＪＲの座席指定料金を認めた

ことなどの改正であります。 
 なお、この度の改正によりまして、約５００万円の経費削減が見込まれるものであります。

以上、ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 
○議長 岩崎三次君 
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
質疑なし認めます。 
お諮りいたします。 

只今議題となっております条例改正２件は、委員会の付託を省略したいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認め委員会の付託を省略することに決しました。 
これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
討論なしと認めます。 
これより条例改正２件を順次採決いたします。 
 議題のうち、まず第３２号議案 中間市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例を起立により採決いたします。 
本案については原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 
全員起立であります。よって第３２号議案は原案のとおり可決されました。 
 次に、第３３号議案 中間市特別職職員の旅費に関する条例及び中間市一般職職員の旅費

に関する条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。 
本案について原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 
全員起立であります。よって、第３３号議案は原案のとおり可決されました。 
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この際、午後１時まで休憩いたします。 
休憩 １２時１５分 
再開 １３時００分 

○議長 岩崎三次君 
休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、日程第１９ 平成１３年請願第４号 介護保険料・利用料の減免を求める請願を議題

とし、民生経済委員長の報告を求めます。 
 福田民生経済委員長。 
○１３番 福田一則君 
ご指名によりまして、１３年請願第４号 介護保険料・利用料の減免を求める請願につい

て審査いたしました経過並びに結果を、ご報告申し上げます。 
この請願は、１３年１１月２９日に提出され、１３年１２月定例会において、当委員会に

付託され継続審議となっておりました。 
請願の趣旨は、１２年４月に介護保険が実施されてから、保険料については、当初半年間

は徴収の凍結、それから１年間、つまり１３年の９月までは半額徴収でした。 
１３年１０月からは全額徴収となり、保険料はそれまでの２倍になりました。 

高齢者に対する社会保障の切り下げは、１２年４月の年金改悪により、生涯年金で１００万

円単位の影響が出ています。また、１３年の１月からは、医療費の１割負担も実施され収入

減と負担増のダブルパンチにみまわれています。その上、介護保険料が増額され、家計は大

変な事態です。１３年８月末の調査によれば、利用料の減免を実施する自治体が、予定も含

めて６７４、また保険料の減免は３２８自治体とのことです。 
 中間市でも、これらの自治体に続いて、次のことを実施して頂きますよう請願いたします、

となっております。 
また、請願事項については、介護保険料・利用料の減免を行なうこと。 

減免に必要な財源は、一般会計で賄うこととなっております。今定例会の委員会審査では執

行部の出席を求め、他の自治体の減免状況等について、次のような説明がなされました。 
福岡県下において、介護保険料の減免を実施している自治体は６市２町で、約１割程度で

あること、利用料の減免については２市が実施しており、そして、これら実施している自治

体においては、次の三原則が適用されております。 
一つは、一定の収入だけで低所得者という判断をせず、資産状況、扶養の状況等を調査し

た結果、生活保護基準以下であれば低所得者としていること。 
二つは、保険料については、社会保険であることから、全額が減免されることはなく、現

在でも５段階で、第１段階は５割、第２段階では、２割５分などの軽減措置を実施している

が、それから、さらに減免する場合でも、いくらかは負担することとなっていること。  
三つは、減免に必要な財源は、一般会計からの繰り出しによるのではなく、減免する場合
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は、保険制度の中での保険料として転嫁することとなっていることなどでございます。 
また、国の１３年１０月１日現在の統計によると、全国では、３１０件の自治体が実施し

ており、約１割程度が実施しているということでございます。 
さらには、中間市は、昨年の１１月に高齢者の実態調査を実施しており、その中で保険料・

利用料を減免することについて、市民の意見を聞いている。そして、その報告書をもとに１

４年度の介護保険の事業計画、いわゆる中間市高齢者総合保健福祉計画の見直しがあること

から、これらの減免については、作成検討委員会の中で審議してもらうこととなります、な

どの説明がありました。 
そして、執行部から、介護保険制度の趣旨、介護保険財政の将来の安定的運営からすると、

きちんとしたものにする必要があると考えます、との意見がありました。 
採択に賛成する意見として、今の介護保険制度には欠陥があり、それを補っていくのが自

治体の使命である。保険料・利用料が払えない人が現実にいることから、減免を実施してい

くべきであるし、全国的にも、そのような流れになっている。また、低所得者には負担が大

きな介護保険となっていることなどから、是非、中間市も独自で検討して手立てを講じてほ

しい、等の意見がありました。 
採択に反対する意見として、委員から、執行部の説明が妥当と思われるし、介護保険につ

いては実態把握がまだ不十分と思われる。１３年度までの実績を踏まえ、１４年度に事業計

画の見直しが、作成検討委員会の中で行われることから、その中で十分検討するように期待

するとの意見があっております。 
以上の審査を経まして採決をいたしましたところ、可否同数であったため、委員長の裁決

権を行使し、不採択と裁決いたしました。 
以上が当委員会の審査の概要であります。よろしく審議のほどお願い申し上げまして、委

員長の報告を終わります。 
○議長 岩崎三次君 
これより質疑に入ります。只今の委員長の報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
質疑なしと認めます。 
これより討論に入ります。討論はありませんか。 
 青木孝子君さん。 
○９番 青木孝子君 
請願第 4 号 介護保険料・利用料の減免を求める請願について、日本共産党市議団を代表

いたしまして賛成討論をいたします。 
第 1 号被保険者の介護保険料は、所得段階別とはいえ定額保険料のため、逆進性が強く低

所得者の人ほど負担が重くなっています。しかも、生活保護基準を大幅に下回る月 1 万５０

００円以上の老齢年金受給者からも保険料を天引きし、収入のない人からも、世帯主や配偶
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者に連帯納付義務を負わせ、保険料を徴収しています。こうした介護保険料の設定は、高齢

者世帯の生活実態を無視しており、最低生活の保障を明記した憲法２５条や、最低生活費非

課税の原則に反するものです。 
また、在宅サービスの利用の実態は、利用料の負担増によって利用抑制が広がり、介護保

険のサービスが必要であるのに、それを利用できない、もしくは削らざるを得ない人が多数

出ています。中でも、介護保険の定率１割の利用者負担は、これまで措置制度や老人保健制

度のもとで、無料や低額でサービスの利用をしていた低所得が、サービスの利用を抑制して

います。これは要介護者のサービスの利用料が、本人の支払能力によって左右されることを

現しています。 
介護保険法が成立した、１９９７年１２月３日の参議院本会議の付帯決議、介護サービス

の基盤整備の推進等に関する決議では、すべての国民が、適切に介護サービスを利用するこ

とができるよう、低所得者に対する必要な措置を講ずることとされています。 
昨年１０月からの介護保険料の全額徴収で、保険料の負担が高齢者に過酷なものであるこ

とが明らかになり、独自の保険料減免を実施する自治体が増えています。 
厚生労働省の調査では、介護保険料を独自に減免している市町村は、２００１年４月時点

の１３９から、１０月時点では約３２８と倍増しています。また、利用料の減免を実施する

自治体は６７４に及んでいます。 
中間市議会は、地方自治法に則り、住民の安全・健康及び福祉を守る立場から、速やかに

介護保険料や、利用料の減免を実施し、低所得者に対し必要な措置を講ずることを求めるも

のです。財源は、隣保館や岩瀬南町集会所の廃止や、保育園の人員加配等同和行政を終結す

れば一般会計で賄えます。以上、賛成討論といたします。 
○議長 岩崎三次君 
他に討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
これにて討論を終結いたします。 
 これより、平成１３年請願第４号 介護保険料・利用料の減免を求める請願を起立により

採決いたします。 
本案に対する委員長の報告は不採択であります。 
 お諮りいたします。 
平成１３年請願第４号を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 
起立少数であります。よって、平成１３年請願第４号は不採択とすることに決しました。 
次に、日程第２０ 平成１３年請願第６号 国民健康保険の資格証交付に関する請願を議

題とし、民生経済委員長の報告を求めます。 
福田民生経済委員長。 
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○１３番 福田一則君 
ご指名によりまして、平成１３年請願第６号 国民健康保険の資格証交付に関する請願に

ついて審査いたしました経過並びに結果を、ご報告申し上げます。 
この請願は、平成１３年１１月２９日に提出され、１２月定例会において、継続審議とな

っておりました。１３年１２月の委員会審査では、請願紹介議員から、早期発見・早期治療

が医療費の増嵩を防ぎ、国保財政等の悪化の解消につながることから、悪質な人については

別だが、滞納者についても医療証を交付して頂きたい、との補足説明がなされております。 
請願の趣旨は、国民健康保険法第１条には、社会保障及び国民保健の向上に寄与すると明

記し、同法第６７条では、保険給付を受ける権利は譲渡し、担保に供し、または差し押さえ

ることはできないとして、受給権の保護が強調されています。 
保険給付を受ける権利とは、病気やけがをしたときに、医師・歯科医師に診てもらう権利

であり、被保険者証は受給権を行使する証明ですから、すべての被保険者に無条件に交付す

ることが、国保法の趣旨に沿うものです、となっております。 
また、請願事項については、一、保険税滞納者に対する制裁措置、保険証の取り上げと、

資格証・短期証の発行は直ちに中止すること。二、被保険者証の返還命令並びに資格証明書

の交付について、国保施行令第１条の４に定める、特別の事情の判定については、被保険者

の実態把握に努め、行政の恣意を避けて、慎重且つ柔軟な運用をすること。 
とりわけ次に示す場合は、特別の事情として認めること。 

①毎年度の給与・年金所得が生活保護基準以下の世帯。 
②児童扶養手当、児童就学援助手当など、公的補助が適用されている世帯。 
③滞納処分の施行により、その生活が著しく窮迫させられる恐れのある世帯。 
三、資格証交付対象外とされている公的医療制度と同様、自治体が独自に実施している医療

助成制度の対象者も同様に取り扱うこと。 
四、高すぎる保険料引き下げ、不況期に応じた保険料減免制度に改善することとなっており

ます。 
今定例会の審査では、執行部の出席を求めまして、現在の資格証明書の交付状況について、

次のような説明がなされました。 
平成１２年度に、国民健康保険法の改正がなされ、それまで、保険税の滞納者に対する罰

則が明確になっていなかったことから、保険税を１年以上滞納している者については、被保

険者資格証明書が交付されることが義務化されたこと。被保険者資格証明書の交付を受けて

いる人は、医療を受ける場合、医療機関で１０割の負担をした後、市の健康増進課で７割の

保険給付を受けるといった制度になっていること。 
１２年度から現在まで、述べ３６８人に対し資格証明書の交付を行ない、うち半数が医療

機関に行く等の必要性が生じたことから、事前に市の窓口で分割納付をするなどの納税相談

に応じ、そして、その方たちについては、２ないし３カ月の期限で保険証が再交付されてい
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ること。その結果、現在は１８９名が資格証明書の交付対象者で、この方たちは若年者層が

大半を占め、今すぐ病院にかかるということがないという認識による滞納と思われる、など

の説明がありました。  
委員から、資格証明書を交付しなくてもよいような条件整備はできないか、との質疑に対

し、執行部より、国保会計には、累積赤字が１億３０００万円以上あり、収納率についても

９０％と、県下平均に比べ低い状況である。また、保険税を納付している人から見れば、納

めていない人が医療機関を自由に利用できるとする制度は如何なものか。 
そして、そのことが納税意欲を低下させるのではないか、との意見もあります。 

市の事情として言うならば、新年度予算の中で、歳入欠陥補填収入というのを、毎年１億、

２億を組んでいる、これは予想される医療支出に対して、歳入に欠陥が生じているから、架

空の収入を上げているわけで、たこ足操業と同じことで、１４年度も前もって次年度の保険

税を食っているという状態である。このような状況で減免制度を実施することは難しいし、

また厚生省に対し再建計画書を提出しているが、赤字を抱える中で、税の減免措置を講ずる

のは相反する施策となる。さらには、減免措置を講ずるとなれば、国保税だけということに

はならない。すべての税について減免規定を設けるということになるなどの説明がありまし

た。 
採択に賛成する意見として、国民健康保険制度ができたときは、国民皆保険ということで、

何時でもどこでも早期発見・早期治療ということが、医療の面で最もよいということで始ま

った。その後、度々国の財政問題で改悪されてきた。そういった中で、市民の健康をどう守

っていくかというときに、資格証を発行しなくてよいような状況を作り上げていく根本は、

国の医療制度を変えないとできないが、自治体としての努力をどう進めるのかというのが、

この請願の中にある。よって採択することによって、自治体の努力を促すということで賛成

する、等の意見があっております。 
採択に反対する意見として、皆で支え合う保険制度である以上、滞納を見逃すことはでき

ない。滞納者に認識してもらうためには、当然にこの制度は必要であるとの意見や、人は権

利もあれば義務もあるということで、行政はしっかり把握して対応してほしいなどの意見が

ありました。 
以上の審査を経まして採決をいたしましたところ、可否同数であったため、委員長の裁決

権を行使し、不採択と裁決いたしました。 
以上が当委員会の審査の概要であります。よろしくご審議の程お願い申し上げまして、委

員長の報告を終わります。 
○議長 岩崎三次君 
これより質疑に入ります。 

只今の委員長の報告に対し質疑ありませんか。 
（「なし」の声あり） 
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質疑なしと認めます。 
これより討論に入ります。討論はありませんか。   

青木孝子君さん。 
○９番 青木孝子君 
請願第６号 国民健康保険の資格証交付に関する請願について、日本共産党市議団を代表

いたしまして賛成討論といたします。 
政府は、介護保険料を国保税に上乗せすることにより、さらなる滞納が予想されることか

ら、国保税滞納者に対し、正規の保険証を取り上げ、保険証の期限が数カ月単位と短い短期

保険証と、窓口で一旦、全額を負担しなければならない資格証明書の交付を強化いたしまし

た。しかし、２００１年３月２２日の、日本共産党小池晃参議員の厚生労働委員会での質問

で、滞納者に対して、それぞれの事情に斟酌して、自治体が判断と答弁を得ており、滞納だ

けを理由とする保険証の取り上げは許されません。 
昨年、北九州市で、夫が失業し国民保険料を滞納したために、保険証を取り上げられた３

２歳の糖尿病の妻が、病院の受診をためらい死亡した事件がありましたが、保険証の取り上

げは即、命に関わる問題へとつながります。安心して医療にかかることは、憲法で保障され

た国民の権利です。国民健康保険法の第１条では、この法律は、国民健康保険事業の健全な

運営を確保し、もって社会保障及び国民保険の向上に寄与することを目的とするとし、国民

の健康を守る砦であると言っています。 
ちなみに欧州諸国では、病気になった際の患者の負担は極力抑えられており、イギリスや

ドイツ、イタリアなどでは、医療機関の窓口での支払いはありません。しかし、各国の制度

には予算上の制約から、診療まで一定期間待たされることがあるなどの問題点もたくさんあ

りますが、国民の健康を守る医療は、国の責任であるという基本的な考え方は共通しており

ます。 
例えば、イギリスでは、主に国の一般財源で賄われており、病気や怪我の場合の検査や治

療・救急医療から出産・予防接種まで全額無料で医療が保障されています。 
外国人でも、仕事で滞在している人や、その家族は勿論、１年以上の滞在であれば研究者

や学生も対象になります。 
中間市議会は、病気になってもお金の心配なく、診察や治療が受けられる制度にするため

に、国に対して国庫補助率を４５％に戻すことを要求すると共に、保険税の徴収率を上げる

ことだけを目的とした、短期保険証や資格証明書の交付は直ちに中止すること、また減免制

度や国保税の引き下げを求め賛成討論といたします。 
○議長 岩崎三次君 
他に討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
これにて討論を終結いたします。 
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これより、平成１３年請願第６号 国民健康保険の資格証交付に関する請願を起立により採

決いたします。 
本案に対する委員長の報告は不採択であります。 
 お諮りいたします。 
平成１３年請願第６号を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 
起立少数であります。よって、請願第６号は不採択とすることに決しました。 

次に、日程第２１ 意見書案第 1 号 児童扶養手当など母子福祉施策の充実を求める意見

書を議題といたします。 
お諮りいたします。 

本意見書案については、提案理由の説明を省略したいと思いますが、これにご異議ありませ

んか。  
（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本意見書案については提案理由の説明を省略することに決

しました。 
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 
中家多恵子さん。 

○２番 中家多恵子君 
この中で、全国的な数については訴えられておりますが、地元の中間市では、どれくらい

の方に影響があっているのでしょうか、お尋ねします。   
○議長 岩崎三次君 
穴井光午郎君。 

○２３番 穴井光午郎君 
中間市では、今年１月３１日現在において、現在、全額支給５１２人、一部が支給されて

受けていますのが５８人です。以上でございます。 
○議長 岩崎三次君 
他に質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
これにて質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
只今議題となっております意見書案第１号については、委員会の付託を省略したいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認め委員会の付託を省略することに決しました。 
これより討論に入ります。討論はありませんか。 
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  山本貴雅君。 
○７番 山本貴雅君 
意見書案第１号 児童扶養手当等母子福祉施策の充実を求める意見書について、日本共産

党市議団を代表し賛成討論をいたします。  
 母子家庭の生活を支える児童扶養手当、政府は、新年度の予算案で手当額を大幅に削減す

る改悪案を打ち出し、昨２７日の参院本会議で、自民・公明・保守の与党 3 党などの賛成多

数で可決成立しました。現在、児童扶養手当は、年額が５０万８４４０円の全額支給と年額

が、３４万円の一部支給の２本立てで、１８歳までの児童のいる母子世帯等に支給されてい

ます。 
 全額支給は、母親の収入が２０４万８０００円以内、一部支給は３００万円以内となって

おります。今回の削減案では、全額支給の対象を、収入１３０万円以内に狭めた上、１３０

万円から１万円超える毎に、手当てを２０００円ずつ削減し、３６５万円までの家庭に支給

するとしています。また、これまで父親からの養育費は、所得制限の算定対象ではありませ

んでしたが、今回からは算定対象にするとしています。 
さらに、支給期間が５年間を過ぎれば、支給額を減額することも予定されています。 

９８年の国民生活基礎調査によると、母子家庭は９５万５０００世帯、５年前に比べて２割

も増加しています。母子世帯の平均収入は２２９万円で、一般世帯の約３割程度です。 
２０００年度末の支給実績では、児童扶養手当の受給者は全国で７１万人で、５０数万人

が全額支給者でした。この中間市では、今年１月３１日現在において、全額が５１２人、一

部が５８人支給を受けています。今回の政府案を当てはめると、全額支給者の内、約２０万

人が支給額を削減され、年収２０４万円だと月１万３０００円以上、年収３００万円では月

１万４０００円以上の減額になります。 
今回支給の上限が、年収３６５万円まで引上げられますが、これは９８年に４０７万８０

００円だった年収上限を、３００万円に切り下げて、約６万人を支給停止にする改悪をして

おり、その一部を復活するだけのことです。ちなみに、この改悪当時の厚生大臣は、小泉首

相でした。 
また、父親の養育費を所得制限の算定対象に入れることは、事実上の所得制限強化といえ

ます。さらに、支給期間が５年を過ぎると、支給を減額することでは高校入学等、子供にお

金がかかる時期に支給が減らされることになり、母子家庭にとっては死活問題ということに

もなるでしょう。改悪案は手当の大幅削減にとどまりません。 
 母子家庭の自立促進を名目に、児童扶養手当法の趣旨を抜本的に変えようとしています。

現行法は、児童扶養手当は、児童の心身のすこやかな成長に寄与することを趣旨として支給

されるとされています。改悪案は、これに手当の支給を受けた母は、自ら進んでその自立を

図りという文言を加えています。母親が自立のための活動をしなかった場合は、支給しない

ことを法律に加えるという情容赦のない改悪案となっています。 
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 現行法にあるように、経済的に自立できない母子家庭の子供が、健やかに成長できるよう

に支援するのが、国の当然の責務です。そのことは、児童福祉法でも国と地方自治体が、子

供の親と共に子供を心身ともに健やかに育成する責任を負っていると明記しているとおり

です。母親の自立促進を口実に、母親の自立の責務を押し付け、国の責任を最大限、後退さ

せることは絶対に許されません。母子家庭の収入の低さは、母親の自立心や就労意欲の低さ

とは関係ありません。幼い子供を抱えた母子家庭の母親にとっては、仕事を探しても見つか

らず選択肢も限られ、パートを掛け持ちせざるを得ない場合も珍しくありません。 
さらに、男女の賃金格差、パートの低賃金が追いうちをかけています。 

年収が、一般家庭の３分の１という母子家庭にとって、児童扶養手当は母と子が生きていく

上で欠かせない命綱です。離婚後、一定期間経ったら生活の目処が立つという保障がどこに

あるというのでしょうか。児童扶養手当の減額は、既に新年度予算に盛り込まれています。

国会で法改定を要しないで減額することだけでもひどいものです。 
母子家庭の母親たちから、うちは支給額をどれだけ削られるのか。子供を高校にやれなく

なるなど不安と怒りがあふれています。母子家庭の実状を無視したような支援策にしても、

これまでもあった母子福祉資金貸し付けの利用率が僅か１６・９％です。貸付額の低さや返

済期間などの貸し付け条件、手続きの煩雑さなどが利用率の低さの理由になっています。借

りても返せる目処が立たない。これが母子家庭の厳しい現実と言えます。 
今回の意見書案では、次代を担う子供が健やかに成長するために、児童扶養手当をはじめ

母子家庭における経済生活の安定のため、施策の充実・強化を要望していますが、日本共産

党が国会で、どうか母子家庭の実状をご覧になり、お助け下さいという手紙を紹介し政府に

迫ったように、母子家庭に激痛を与える児童扶養手当の改悪を直ちに撤回し、母子家庭支援

のための施策を充実させるよう強く要望して、賛成討論といたします。 
○議長 岩崎三次君 
 他に討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 
これにて討論を終結いたします。 
 これより意見書案第１号 児童扶養手当など母子福祉施策の充実を求める意見書を起立

により採決いたします。 
本意見書案について原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（起立） 
全員起立であります。よって、意見書案第１号は原案のとおり可決されました。 
 次に、日程第２２ 意見書案第２号 ワークシェアリング等積極型雇用対策の確立を求め

る意見書を議題とし、提案理由の説明を求めます。 
 山之内智君。 
○１４番 山之内智君 
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ワークシェアリング等積極的型雇用対策の確立を求める意見書案につきまして、提案理由

の説明を行ないます。昨今、我が国の経済及び雇用状況は、より一層厳しい状況に直面して

おります。総務省調査によれば、昨年１２月度の完全失業率は、過去、最悪の５・６％を記

録し、有効求人倍率も０・５１倍と、６カ月連続で悪化しております。 
また、１３年度の年間平均失業率も５％を超える状況となっております。こうした雇用情

況は、今後の企業の倒産や、リストラ等の趨勢を考えれば、今後一層厳しさを増すことも予

想されております。こうした状況の中で、最近ワークシェアリングが注目を浴びております。

ワークシェアリングとは、一人あたりの労働時間を短縮し、仕事を分かち合う雇用政策であ

り、既に欧州においては広く実施され、雇用の確保や失業者対策に一定の成果を上げており

ます。 
最近、我が国においても、この制度の導入に向けて、政府と労働組合及び経営者団体の３

者による政労使検討会議が設置され、合意形成に向けて協議が開始されたところであります。

政府においては、早急に政労使検討会議における合意形成を図り、さらに、国民の国民の意

見を聴きつつ、教育・医療・介護・環境などの分野を中心に、１２０万人以上の雇用を作る

と共に、失業者の抑制や、雇用増加に寄与するワークシェアリングの導入を推進すべきであ

ります。 
また、同時に必要なことは、パートタイム労働者や、短期労働者等の待遇改善や、社会的

地位の向上及び法的整備を図ることであり、ワークシェアリングと合わせて、それらの改善

を図るべきであります。以上で提案理由の説明を終了いたします。 
議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 

○議長 岩崎三次君 
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
質疑なしと認めます。 
 お諮りいたします。 
只今議題となっております意見書案第２号については、委員会の付託を省略したいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認め委員会の付託を省略することに決しました。 
これより討論に入ります。討論はありませんか。  
 久好勝利君。 
○１０番 久好勝利君 
ワークシェアリング等積極型雇用対策の確立を求める意見書案について、日本共産党議員

団を代表して反対討論を行ないます。 
意見書案では、政府においては構造改革に伴う経済の痛みに対し、平成１３年度補正予算
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や、平成１４年度予算に基づく、景気対応型構造改革や緊急雇用対策などによって、懸命の

対応を行なっている、となっていますが、果たしてそうでしょうか。今年になって、僅かに

下りましたが、完全失業率は昨年１２月に５・６％と、過去、最悪を記録しました。    
以前は、完全失業率が１％上がるのに、２０年かかっていたものが、小泉内閣になっての

１年足らずの間に、０・８％も急上昇したのです。失業者の急増は、政府首脳の発言からし

て、なるべくしてなったものと思われます。 
小泉首相は、リストラは構造改革なんですよ。政府が企業にリストラをやめなさいなんて

いうことは、とても言える状況じゃない。或いは、構造改革していくうちに、ある程度失業

者が増えていくのはやむを得ない。 
坂口厚生労働大臣は、リストラや解雇は企業の問題です。企業はそういうふうにすること

によって、多くの雇用を維持している。そうしたことも、やはり必要なときもある。 
次に、竹中経済財政大臣は、失業で自殺することなんかないんです。次の職を見つければ

いい。見つかればいいんです。自分の命を絶つということが何かおかしい。このように発言

していますが、これで政府が雇用対策に懸命の対応をしていると言えるでしょうか。   
ドイツのシュレーダー首相のように、企業には雇用を守る責任があると発言し、各企業に

景気悪化をリストラの口実にしないよう求めているのとは大違いです。 
 また、意見書案は、ワークシェアリングについて、様々な労働形態を有する多様な選択肢

をもった、２１世紀型の新しい社会形成に寄与するものと位置付けていますが、この文章は、

日経連の労働問題研究会報告が述べている、ワークシェアリングの表現と、基本的には同じ

ものです。 
労働問題研究会報告は、ワークシェアリングを、雇用形態多様化の一環として位置付けて

おり、ワークシェアリングの名のもとに、パート・派遣労働者など、不安定、低賃金雇用へ

の切替を促進することで、人件費の抑制を図ることが、その狙いとなっています。 
そのために、この意見書案においても、パートタイム労働者や、短期労働者等の待遇改善

などに、言及せざるを得ないことになっています。この意見書案は、雇用対策のためとなっ

てはいますが、意見書案が求める方向では、労働者の利益と、雇用の安定的確保の立場に反

するものと思われますので反対いたします。  
○議長 岩崎三次君 
 他に討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
これにて討論を終結いたします。 
これより、意見書案第２号 ワークシェアリング等積極型雇用対策の確立を求める意見書

を、起立により採決いたします。 
本意見書案について原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 
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起立多数であります。よって、意見書案第２号は原案のとおり可決されました。 
 次に、日程第２３ 意見書案第３号 小児救急医療制度の充実・強化を求める意見書を議

題とし、提案理由の説明を求めます。 
福田一則君。 

○１３番 福田一則君 
小児救急医療制度の充実・強化を求める意見書。近年、小児救急医療体制の不備から、小

児救急患者の医療施設たらい回しや、患者輸送の手後れから、重大な事態に至るなどの問題

が、全国各地で発生しております。小児科医そのものの数は、横ばい状況であるものの開業

医の高齢化等に伴う診療施設の閉鎖や、ビル診療所等の増加等から、特に休日や夜間の小児

救急医療体制の不備がクローズアップされ、大きな社会問題となっております。 
また、患者・保護者の専門医志向等による、小児救急患者の大病院集中と、共働き世帯の

増加に伴う休日・夜間診療ニーズの増大が、大病院小児科医等の激務と過労を招くと共に、

それが、さらに小児科医志向の抑制に、一層の拍車をかけていることが指摘されています。

こうした事態に対し厚生労働省は、平成１１年度から３カ年計画で、全国３６０地域の第２

次医療圏毎に、３６５日、２４時間体制で何時も子供を診察することができる、小児専門救

急医療体制の整備を目指した、小児救急医療支援事業をスタートさせましたが、平成１２年

度時点での実施地域は、１８件、５１地域、全体の１４％であります。 
平成１３年１２月末時点でも、２５件、１００地域であり、全体の２７・７％に過ぎませ

ん。その最大要因が、全国各地における小児科医の大幅な不足であり、各都道府県における

小児救急医療の体制整備も極めて困難にしております。 
このような状況に鑑み、政府に対し、これまでの小児救急医療体制のあり方を抜本的に見

直し、以下のことについて実現を求めるものであります。 
一つ、小児救急医療及び小児医療に関わる社会保険診療報酬の引き上げを図ること。 

二つ、第２次医療圏、平均人口３５万人に最低１個所、２４時間対応小児専門救急医療体制

の早期整備を進めること。そのため、小児救急医療支援事業の抜本的見直しと、充実・強化

を図ると共に国の助成を強化する。 
三番目に、都道府県における小児医療の中心センターとしての、中核的小児医療機関の整

備を計画的に行なうこと。 
四番目に、大学医学部における小児専門医の養成と、臨床研修の充実を図ること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 
○議長 岩崎三次君 
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
質疑なしと認めます。 
 お諮りいたします。 
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只今議題となっております意見書案第３号については、委員会の付託を省略したいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認め委員会の付託を省略することに決しました。 
これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
討論なしと認めます。 
 これより意見書案第３号 小児救急医療制度の充実・強化を求める意見書を、起立により

採決いたします。 
本意見書案については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 
全員起立であります。よって、意見書案第３号は原案のとおり可決されました。 
 次に、日程第２４ 意見書案第４号 雪印食品牛肉偽装事件の徹底解明と、食品表示制度

の改善・強化を求める意見書を議題とし、提案理由の説明を求めます。 
 山之内智君。 
○１４番 山之内智君 
雪印食品牛肉偽装事件の徹底究明と、食品表示制度の改善・強化を求める意見書につきま

して、提案理由の説明を行ないます。 
先般、雪印食品がＢＳＥ関連対策の一つである、国産牛肉買い上げ制度を悪用し、外国産

の牛肉等を国産牛肉と偽って、これを買い取らせたという極めて悪質な事件が発生しました。

雪印食品は、既に農水省から詐欺容疑での刑事告発を受け、２月３日に警察当局による一斉

捜索を受けるに至っております。 
我が国の大企業の一つである雪印食品によるこの事件は、やや立ち直りかけつつあったＢ

ＳＥに伴う、国民の牛肉不信を再び惹起させたばかりか、国民・消費者の食品表示制度全般

に対する不信を、著しく大きくするものであります。その意味で、まず、この事件に対する

徹底的な解明を進めると共に、その情報公開と、厳然たる措置を取ることを求めるものであ

ります。また、食品表示制度が不十分であるならば、国民・消費者に正しい情報が伝わらな

いのみならず、今回のような事件を続発させ、国民の健康と生命に関わる重大ことを惹起さ

せかねません。よって、政府に対し、以下の事項に関する速やかな対応を求めるものであり

ます。 
 一つは、国産牛肉買い上げ制度による、買い上げ保管中の牛肉について、他にも虚偽や不

正がないか、総点検を行なうこと。 
二つ目は、ＪＡＳ法や、食品衛生法等の関連法における、食品表示制度の抜本的見直しと、

そのための監視制度の強化・充実を図ると共に、違反者への罰則を強化すること。 
三つ目は、食品表示については、名称・現材料名・内容量・賞味期限・製造・輸入業者名、
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及び生産地等のより詳細な表示を行なわせると共に、内容のチエックと監視体制の強化を図

ること。 
以上で、提案理由の説明を終了いたします。 
議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 

○議長 岩崎三次君 
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
質疑なしと認めます。 
お諮りいたします。 

只今議題となっております意見書案第４号については、委員会の付託を省略したいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認め委員会の付託を省略することに決しました。 
これより討論に入ります。討論はありませんか。  

（「なし」の声あり） 
討論なしと認めます。 
 これより意見書案第４号 雪印食品牛肉偽装事件の徹底解明と食品表示制度の改善・強

化を求める意見書を起立により採決いたします。 
本意見書案については原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 
全員起立であります。よって、意見書第４号は原案のとおり可決されました。 
 次に、日程第２５ 意見書案第５号 育英会奨学金制度の充実を求める意見書を議題とし

提案理由の説明を求めます。 
 山本貴雅君  
○７番 山本貴雅君 
意見書案第５号 育英会奨学金制度の充実を求める意見書案について、提案説明を行ない

ます。昨２７日に成立した文部科学省の新年度予算では、国立大学授業料の大幅値上げ奨学

金の無利子貸与枠の削減等、国民の教育費負担を一層重くする予算となっています。 
また、小泉内閣は、日本育英会を廃止し、奨学金を縮少するのに必要な法案を、国会に提

出しようとしています。学費や生活費をめぐる学生・父母らの負担がかつてなく重くなって

いる中で、奨学金とアルバイトで何とか生活しています。奨学金がもらえなかったら大学に

通えません。奨学金を申請したのに姉妹３人とも受けられませんでした。 
私は、私立で下宿、一番お金のかかるパターンです。父はもうすぐ定年です。非常に苦し

いですなど、奨学金を充実してほしいという学生の声が切実になっています。 
昨年３月に、東京地区私立大学教職員組合連合が発表した調査によれば、新入生が入学し
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た年にかかる費用は、自宅外通学者で３２１万円、前年度比０・８％増にも上っており奨学

金を希望する親が全体の６割を超えるまでになっています。 
ところが、今政府は、こうした切実な願いに背を向け、国の主要な奨学金である日本育英

会の制度を改悪しようとしています。日本育英会奨学金は、大学生・高校生ら７５万人が利

用、無利子奨学金を４２万人。有利子奨学金を３３万人が受けています。 
大学生では、全体の約１６％に当たる４６万人が利用しています。政府は、特殊法人改革

の名で、この育英会を廃止すると昨年末に閣議決定し、今後、必要な法案を国会に提出する

としています。今国会に出ている政府予算案は、育英会の無利子奨学生を１万６０００人減

らす方針まで打ち出しているのです。 
そもそも奨学金制度は、憲法や教育基本法が定める、教育の機会均等の理念を実質的に保

障するための制度です。学びたいと切実に願っているのに、経済的に苦しいという事情で進

学をあきらめざるを得ない、そんな悲しい思いを誰もしなくて済むようにする、それが教育

の機会均等です。政府が進める改悪案は、国が果たすべき責任を放棄し、奨学金制度を拡充

してという切実な声を踏みにじるものです。 
昨年１２月２４日付けアエラの記事、リストラ中退が進行中は、長引く不況のもと倒産や

リストラなどで親が失業し、大学生が中退せざるを得なくなる事態が増えており、奨学金制

度が注目されていることを指摘しています。 
また１１月１９日付け読売新聞の社説、大事な日本の明日への投資は、苦しい今だからこ

そ将来のために、むしろ充実を図るべき分野の一つが、奨学金であることを強調しておきた

いと述べています。育英会廃止や奨学金縮少の方向でなく、奨学金制度の抜本的な拡充こそ

今必要になっているのです。奨学金制度を充実してほしい、この切実な願いが世界の流れに

も沿ったものであることは、日本と欧米の奨学金制度を比べると一層明確になります。 
日本の育英会奨学金は、返還を必要とする貸与制が原則です。しかも無利子奨学金を減ら

して、有利子の枠を増やしています。有利子貸与の制度については、数年受ければ卒業時に

数百万円の返済義務を負うことになるため、改善をという要望が強く出ています。 
これに対して、欧米各国は、返還の必要がない給付制を重視し、学生らの負担を軽くする

ため様々な手立てをうっています。 
例えば、フランスとドイツでは、大学の学費は基本的に無料、奨学金は学生の生活費とし

て支給され、フランスでは給付制、ドイツでは半額給付、半額貸与が基本です。 
アメリカには、政府出資の奨学金がいくつかあります。教育指標の国際比較、平成１４年

版によると、９９年分では、給付制の奨学金ペルーが、総額９４５１億円、支給人数３８１

万人、貸与制の奨学金スタフォードが政府貸与分で、総額１兆２５６５億円、支給人数７０

５万人です。  
日本育英会は、２００１年で総額が４７３２億円、人数７５万人にとどまっています。 

この問題は、政府による大学予算切り捨てと根は同じです。ＧＤＰ（国内総生産）に対する
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公財政支出教育費の比率、９８年高等教育分はフランス１・０％、ドイツ１・１％、アメリ

カ１・３％に対して、日本は僅か０・４％です。東京大学の前総長が言うように、国民総生

産の０・５％しか高等教育に投資せず、それが合衆国の半分にも満たない現状を是正しよう

ともしない政治家たちの発想は国益を損なうものです。 
奨学金制度を改悪するため、政府が持ち出すいくつかの議論があります。例えば、育英会

奨学金が、銀行の教育ローンを圧迫しているから廃止すべきという言い分です。 
しかし、そもそも奨学金制度が、憲法が定める教育の機会均等の理念を実質的に保障する

ための制度です。教育ローンは、あくまで収益を上げることを目的とする金融商品であり、

奨学金とは性格が根本的に異なります。 
奨学金は、学生本人に貸与するものですが、教育ローンは学生の親に貸し出しします。そ

して、利率０・５％の有利子奨学金より、さらに高利、例えば、東京三菱銀行教育ローンで

利率６・３７５％で、失業して収入の見込みがない家庭・親などには貸さないという問題が

あります。銀行が教育ローンを開発するのは自由ですが、教育ローンの市場拡大のため奨学

金制度を廃止するという議論には、全く道理がありません。 
それは、銀行のエゴのため、教育の機会均等の理念を損ね、国の責任を放棄するものと言

わざるを得ないでしょう。また、滞納が多いから廃止しようという議論もありますが、育英

会奨学金の返還率が、９７・５％と高率であることにみるように、この議論は当たりません。 
財務大臣も、昨年５月に国会で、育英奨学資金はまじめに返済されており、非常に有効だ

と認めているとおりです。有利子奨学金の枠を増やしているから問題はない、という言い分

もあります。しかし、これについては、２００１年１２月２６日付けの朝日新聞の記事、無

利子の奨学金をの声が強いが、この不況下、家庭や教育現場では、無利子奨学金の充実を求

める声が強いと述べているとおりです。 
２００１年１１月１９日付けの読売新聞社説も、日本育英会の奨学金は原則貸与制で、し

かも約半分は利子もつく。近年、奨学金が急増したと言っても、増加分は、大半がこちらの

有利子奨学金だ。欧米に多い給付型を、せめて大学院生対象に導入すべきだとの声が強いと

論じています。学生・高校生・父母からは、無利子奨学金枠の拡大や、給付制奨学金の導入

など、奨学金制度の抜本的拡充を求める声が強く出ています。政治が、その声に応えること

こそ必要です。学生が安心して学び、成長でき、未来の担い手としてはばたいていくことを

支える奨学金制度の充実のために、日本育英会奨学金制度の廃止をやめ、奨学金制度を充実

させることを強く要望するものであります。 
以上、ご賛同頂きますようお願いしまして提案理由の説明を終わります。 

○議長 岩崎三次君 
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
質疑なしと認めます。 
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 お諮りいたします。  
只今議題となっております意見書案第５号については、委員会の付託を省略したいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認め委員会の付託を省略することに決しました。 
これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
討論なしと認めます。 
 これより意見書案第５号 育英会奨学金制度の充実を求める意見書を起立により採決い

たします。 
本意見書案については原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 
起立少数であります。よって、意見書案第５号は原案否決されました。 
 次に、日程第２６ 意見書案第６号 有事法制に反対する意見書を議題とし、提案理由の

説明を求めます。 
 青木孝子さん。 
○９番 青木孝子君 
有事法制に反対する意見書の提案説明をいたします。 

小泉内閣は、４月はじめに有事立法を国会に提出しようとしています。有事法制とは、戦争

するための国内法を整備することです。アメリカ軍や自衛隊の軍事行動を何より優先させ、

国民の財産である土地や家屋を強制的に使用し、医師や看護婦、輸送従事者、土木建築労働

者を戦争を支える要員として動員できるようにするものです。 
命令に従わなければ罰せられるなど、国民の権利を奪い、自由を侵害し、生活を制限する

ものであり、これは日本国憲法の平和的・民主的諸原則に反することです。 
テロや不審船の対策を口実にしていますが、防衛庁長官や自民党関係者でさえ、テロには

警察権の行使が含まれ、有事法制とは別問題と述べており、さらに、日本が武力攻撃を受け

たときの備えといいながら、我が国に脅威を与えるような特定の国を想定しているわけでは

ない、と答えています。有事法制を強行する狙いは、米軍がアジアをはじめ、世界各地で軍

事攻撃をはじめたら自衛隊が後方支援などで参戦するガイドラインや、それを法律にした周

辺事態法は既にできていますので、そうした戦争に国民を総動員できる体制を作るためです。 
ブッシュ大統領は、２００２年は戦争の年と宣言し、イラク、イランや北朝鮮を悪の枢軸

と決め付け軍事力行使も辞さないと脅しをかけています。２月１７日に訪日したブッシュ大

統領は、国会演説で、この態度を再度繰り返し、日本への期待を表明いたしました。中国や

ロシア、欧州、アラブ諸国をはじめ、世界各国から批判が高まっている中で、小泉首相だけ

が戦争拡大方針を無条件に支持し、全面協力を約束いたしました。こうした戦争する国にな



 47

ることは、世界から孤立することであり、平和を願う世界の流れに逆行する道です。戦争放

棄・戦力の不保持・交戦権を認めない９条をもつ、平和憲法を堅持することこそ私たちの暮

らしや平和・人権を確立し、世界の平和に貢献するものです。 
よって、中間市議会は憲法９条を守り、アメリカの戦争に国民を総動員する有事法制の立

法化を行なわないように強く要望するものです。 
以上、ご賛同のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 岩崎三次君 
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
質疑なしと認めます。 
 お諮りいたします。 
只今議題となっております意見書案第６号については、委員会の付託を省略したと思いま

すが、これにご異議ありませんか。  
（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認め委員会の付託を省略することに決しました。 
これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
討論なしと認めます。 
 これより意見書案第６号 有事法制に反対する意見書を起立により採決いたします。 
本意見書案については原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 
起立少数であります。よって意見書案第６号は原案否決されました。 
 次に、日程第２７ 意見書案第７号 地方交付税算定の見直し凍結を求める意見書を議題

とし、提案理由の説明を求めます。 
 久好勝利君。 
○１０番 久好勝利君 
 地方交付税算定の見直し凍結を求める意見書案について、提案理由の説明を行ないます。 
昨年５月、塩川財務相の国会答弁を皮切りにして、地方交付税の１兆円削減が、地方に押し

付けられようとしました。小泉首相が掲げた国債発行を３０兆円以内とする公約を実現する

ために、歳出カットの対象として、地方交付税が標的にされたのです。 
地方自治の財政的な保障である交付税を、１兆円も削減するという発言には、地方に衝撃

が走りました。７月５日の臨時町村長大会をはじめとして、９月、１１月と２度にわたって、

地方６団体の臨時大会が行なわれるなど、その大会の度に地方の切り捨てに対する公然とし

た批判があがり、交付税確保などの決議が採択されていきました。 
こうした地方からの反対もあって、２００２年度予算では、地方交付税の１兆円規模での
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大幅削減は見送られましたが、交付税の各自治体への配分にあたり、人口５万人未満の市町

村の交付税削減につながる段階補正の見直しが、平成１４年度から３年間の計画で、段階的

に実施されようとしています。 
 段階補正とは、交付税上の標準団体である人口１０万人未満の自治体に対して、人口に応

じた交付税の割増しをする制度です。１９９８年度から２００１年度までは、人口４０００

人未満の自治体を対象に、交付税配分が減らされてきました。今回は、段階補正の割増率を、

効率的な行政を行なっている、上位３分の２の自治体に合わせて引き下げるとして、人口１

０万人未満の市町村への割増率を、段階的に減らすということを総務省は考えていますが、

今回の割増率引き下げは、人口５万人未満までを対象にしています。 
 これによって、交付税額引き下げの影響を受ける自治体は、全国の市町村の約８５％、約

２８００市町村に及びます。地方交付税割増率の引き下げは、既に人口４０００人未満の自

治体に実施され、財源の多くを交付税に頼らざるを得ない自治体を締めつけ、市町村合併を

誘導する役割を果たしてきました。これは、昨年１１月の全国町村長大会で採択された、市

町村合併の強制を意図した地方交付税算定の見直しは、絶対に行なわないことなどを求めた

緊急決議の趣旨にも反するものです。 
 地方分権の具体化が急がれる中、税財源の地方への本格的な見直しこそ、政府が率先して

行なうべき改革です。人口５万人未満の市町村の交付税削減につながる、段階補正の見直し

を凍結するよう強く求めるものであります。 
 ご賛同頂きますよう、よろしくお願いいたしまして、提案理由の説明を終わります。 
○議長 岩崎三次君 
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
質疑なしと認めます。 
お諮りいたします。 

只今議題となっております意見書案第７号については、委員会の付託を省略したいと思い

ますが、これにご異議ありませんか。  
（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認め委員会の付託を省略することに決しました。 
これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
討論なしと認めます。 
これより意見書案第７号 地方交付税算定の見直し凍結を求める意見書を起立により採

決いたします。 
本意見書案については原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 
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起立少数であります。よって、意見書案第７号は原案否決されました。 
次に、日程第２８ 意見書案第８号 深刻な失業状況の打開と安定的な雇用拡大に関する

意見書を議題とし、提案理由の説明を求めます。 
久好勝利君。 

○１０番 久好勝利君 
深刻な失業状況の打開と安定的な雇用拡大に関する意見書案について、提案理由の説明を

行ないます。 
バブル崩壊後の景気低迷による財政破綻を、政府は税制の改悪・社会保障制度改悪など国

民負担増で切り抜けようとしました。そのことが、国民の購買力を低下させ、不況を長引か

せることになっています。それに追い討ちをかけたのが、１年前の日米首脳会談で、アメリ

カ株式市場への影響を懸念したブッシュ大統領から、不良債権処理に全力を、と注文がつい

た途端、政府は唯々諾々と不良債権の早期処理を制約し、推進したことによって我が国の失

業状況は、この間、悪化の一途をたどり、昨年１２月の完全失業率は５・６％と過去最悪と

なり、４カ月連続で最悪記録を更新し、同じく完全失業者は３３７万人と、前年同月比で３

９万人の増加となるなど、極めて深刻な状況となっています。 
非自発的離職者が１２５万人と、過去最多となっていることなど、リストラ倒産の影響の

重大さが指摘されています。有効求人倍率は、全国平均が０・５１倍と、6 カ月連続悪化し、

福岡県は 0・４０倍と、全国平均を大きく下回る厳しい事態になっています。 
政府は、緊急地域雇用交付金の継続を決めましたが、焼け石に水という状況で、景気回復

の見通しは全く立ちません。しかも、大企業におけるリストラ計画は、製造業で３０万人、

非製造業で２４万人など、大がかりなリストラ失業増大が進行する中、雇用情勢について政

府は当面は厳しい状況が続く、これの繰り返しで、何ら有効な手立てをうとうとはしており

ません。 
この意見書案は、国民生活を守るために、国会及び政府が、深刻な失業状況の緊急な打開

と、安定的な雇用拡大のために、サービス残業や長時間過密労働の解消を図り、大企業にお

けるリストラを抑制すると共に、福祉・教育・防災など、国民生活に必要な分野での雇用創

出策を講じ、また、失業者の生活保障の施策を抜本的に拡充されるよう強く要求するもので

あります。ご賛同頂きますよう、よろしくお願いいたしまして提案理由の説明を終わります。 
○議長 岩崎三次君 
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
質疑なしと認めます。 
 お諮りいたします。   
只今議題となっております意見書案第８号については、委員会の付託を省略したいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 
ご異議なしと認め委員会の付託を省略することに決しました。 
これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
討論なしと認めます。 
 これより意見書案第８号 深刻な失業状況の打開と安定的な雇用拡大に関する意見書を

起立により採決いたします。 
本意見書案については原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 
起立少数であります。よって、意見書案第８号は原案否決されました。 
 次に、日程第２９ 意見書案第１０号 安心の医療制度改革への抜本改革を求め、負担増

に反対する意見書を議題とし、提案理由の説明を求めます。 
 植本種實君。 
○４番 植本種實君 
私は、安心の医療制度改革への抜本改革を求め、負担増に反対する意見書を提出いたしま

す。医療ミス・医療事故の多発と情報隠し、患者に必要な医療情報の不足、小児緊急医療の

不十分さなど、医療に対する国民の不信が高まっています。 
一方、国民医療費は、毎年約１兆円ずつ増加し、各健保財政は大幅な赤字になっています。

少子・高齢化にあっても、安心して良質な医療を効率的に受けられる抜本的医療改革が必要

とされています。その中で、政府が今通常国会に医療費制度改革案として提出した健康保険

法と改正法案は、保険料引き上げや自己負担の３割への引き上げ、自己負担率限度の引き上

げ、老人医療対象年齢７５歳の引き上げなど、根本改革を先送りし、患者被保険者への負担

増が中心の内容となっています。まさに改革なき負担増でございます。 
安心と信頼の医療制度を確立するため、中間市議会では政府に対し、下記のことを早急に

実施するよう強く求めるものであります。 
記１、患者が必要とする医療情報の公開・緊急体制や小児医療の拡充、手厚い看護体制な

どの安心・信頼・質の高い医療サービス体制を確立すること。 
２、勤労者の健康保険料の引き上げ、患者窓口負担２割から３割への引き上げは行なわない

こと。 
３、高額医療費など、自己負担限度額の引き上げは行なわないこと。 
４、老人医療の対象年齢引き上げ、一定所得者の１割から２割負担への引き上げは行わない

こと。以上４点、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 
皆様ご審議の上、よろしくご賛同下さい。ありがとうございました。 

○議長 岩崎三次君 
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 
質疑なしと認めます。 
 お諮りいたします。 
只今議題となっております意見書案第１０号については、委員会の付託を省略したいと思い

ますが、これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認め委員会の付託を省略することに決しました。 
これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
討論なしと認めます。 
 これより意見書案第１０号 安心の医療制度改革への抜本改革を求め、負担増に反対する

意見書を起立により採決いたします。 
本意見書案については原案のとおり決する事に賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 
起立少数であります。よって意見書案第１０号は原案否決されました。 
 これより日程第３０ 会議録署名議員の指名を行ないます。 
本日の会議録署名議員は、会議規則第７６条の規定により、議長において中家多恵子さん及

び杉原茂雄君を指名いたします。 
 以上をもちまして、今期定例会に付議された案件は、すべて議了いたしました。 
 よって、平成１４年第１回中間市議会定例会は、これにて閉会いたします。 

閉会 １４時２０分 
 
 
 
地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する 
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